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た
《
研
究
ノ
ー
ト
》

『
帝
王
略
論
』

巻
一
校
注
稿

南
北
朝
後
期
の
研
究
を
進
め
る
際
の
基
本
史
料
は
、
唐
初
の
貞
観
十
年
（
六

三
六
）
に
完
成
し
た
正
史
（
『
周
書
』
・
『
隋
書
』
・
『
北
斉
書
』
・
『
梁
書
』
・
『
陳
書
』
）

で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
の
研
究
に
よ
り
、

正
史
（
特
に
『
周
書
』
）
に
唐
室
の

意
向
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
（
一
）
。
南
北
朝
史
を

研
究
す
る
際
に
は
正
史
の
歴
史
像
を
相
対
化
し
う
る
史
料
が
欠
か
せ
な
い
の
で

あ
る
。

そ
こ
で
注
目
す
べ
き
史
料
が
、
貞
観
元
（
六
二
七
）
年
頃
に
唐
の
太
宗

の
命
を
う
け
た
虞
世
南
が
撰
し
た
『
帝
王
略
論
』
で
あ
る
。
『
帝
王
略
論
』
は
、

三
皇
五
帝
か
ら
隋
文
帝
ま
で
の
明
君
・
暗
君
の
事
績
を
そ
れ
ぞ
れ
「
略
」
で
簡

潔
に
ま
と
め
た
後
、

公
子
と
先
生
の
問
答
形
式
（
「
論
」
）
を
用
い
て
批
評
し
た

中
国
通
史
で
あ
る
。
巻
一
は
三
皇
五
帝
・
夏
・
殷
・
周
・
秦
、
巻
二
は
前
漢
・

後
漢
、
巻
―
-
―
は
三
国
・
両
晋
、
巻
四
は
南
朝
、
巻
五
は
北
朝
の
各
皇
帝
を
取
り

上
げ
て
い
る
。
『
帝
王
略
論
』
は
、
正
史
編
纂
以
前
に
作
成
さ
れ
た
た
め
、
正
史

と
異
な
る
記
述
や
皇
帝
評
価
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
唐
初
に
お
け
る
歴
代
君

し
か
し
、
『
帝
王
略
論
』
は
南
宋
末
・
元
代
に
散
逸
し
て
し
ま
い
（
二
）
、
清
代

に
は
諸
史
料
（
『
長
短
経
』
・
『
通
暦
』
・
『
史
通
』
・
『
太
平
御
覧
』
）

倫」
m-P 

「

主
の
評
価
が
窺
え
る
点
で
も
興
味
深
い
。

に
引
用
さ
れ

の
侠
文
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
二

0
世
紀
に
入
り
、
敦
煽
で

会

田

大

輔

そ
こ
で
本
稿
で
は
『
帝
王
略
論
』
巻
一
の
校
注
を
作
成
し
、
公
開
す
る
こ
と

巻
四
の
校
注
の
公
開
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
巻
一

れ
て
お
り
（
九
）
、
林
聡
明
氏
に
よ
る
敦
煙
本
・
金
沢
本
の
対
校
も
存
在
す
る
（
一

0
)
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
巻
一
・
巻
二
の
録
文
・
校
注
は
公
開
さ
れ
て
い
な
い
。

と
し
た
(
―
一
）
。
底
本
に
は
金
沢
本
（
東
洋
文
庫
で
閲
覧
可
能
）
を
用
い
、
敦
煙

巻
二
は
敦
煙
本
が
公
開
さ

序
文
の
録
文
と
校
注
は
公
開
し
て
い
る
（
八
）
。
続
く
課
題
は
、
巻

し
、
諸
文
献
か
ら
侠
文
を
収
集
し
て
き
た
（
七
）

0

そ
の
成
果
を
踏
ま
え
、
既
に

・
巻
ニ
・

こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
『
帝
王
略
論
』
を
研
究
す
る
た
め
、
全
文
の
校
訂
を
目
指

が
あ
る
。

王
略
論
』
は
、
「
略
」
と
「
論
」
に
よ
っ
て
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
歴
史
観
・
思

想
内
容
を
検
討
す
る
た
め
に
は
、
「
略
」
と
「
論
」
の
両
方
に
目
を
向
け
る
必
要

王
略
論
』
の

倫」n--n 

「

の
み
に
着
目
し
、

「略」

に
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
『
帝

王
略
論
』
全
文
の
録
文
と
校
訂
は
未
だ
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。

『
帝
王
略
論
』
巻
一

.
―
一
の
写
本

(
P
二
六
三
六
・
パ
リ
国
立
図
書
館
所
蔵
）

が
発
見
さ
れ
(
=
-
)
、
さ
ら
に
一
九
三
二
年
に
日
本
で
鎌
倉
時
代
後
期
（
一
三
世

紀
末

s
一
四
世
紀
初
）
に
転
写
さ
れ
た
金
沢
文
庫
本
『
帝
王
略
論
』
（
序
・
巻
一
・

二
•
四
こ
東
洋
文
庫
蔵
。
金
沢
本
と
略
）
が
発
見
さ
れ
た
（
四
）
。
こ
れ
に
よ
り
、

『
帝
王
略
論
』
の
序
・
巻
一

.
―
―
•
四
を
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
論
」
部
分
の
録
文
は
作
成
さ
れ
て
い
る
（
五
）
が
、
『
帝

こ
れ
ま
で
『
帝
王
略
論
』
に
つ
い
て
は
、
尾
崎
康
氏
・
置
林
東
氏
・
陳
虎
氏
・

李
錦
繍
氏
・
楊
晋
娼
氏
な
ど
に
よ
っ
て
、
虞
世
南
の
歴
史
観
・
歴
史
比
較
の
方

法
・
君
徳
思
想
、
貞
観
の
治
や
中
唐
以
後
の
史
学
に
与
え
た
影
響
な
ど
に
つ
い

て
論
じ
ら
れ
て
き
た
（
六
）
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
は
、
尾
崎
康
氏
を
除
き
、
『
帝

(-1『2_)
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本
お
よ
び
諸
史
料
中
の
侠
文
で
校
訂
し
た
（
＿
二
）
。
校
注
を
作
成
す
る
際
に
は
、

金
沢
本
の
本
文
に
付
け
ら
れ
て
い
る
送
仮
名
・
傍
訓
・
注
記
に
も
留
意
し
た
。

王
世
紀
』
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
尾
崎
康
氏
の
見
解
も
踏
ま
え
、

『
帝
玉
世
紀
』
と
の
校
訂
を
重
点
的
に
行
っ
た
（
二

i
-

）0

(
-
）
山
下
将
司
「
唐
初
に
お
け
る
『
貞
観
氏
族
志
』
の
編
纂
と
「
八
柱
国
家
」

（
二
）
『
帝
王
略
論
』
は
、
唐
代
に
は
通
史
・
君
主
論
と
し
て
、
官
僚
・
僧
侶
・

処
士
に
幅
広
く
利
用
さ
れ
、
敦
燒
・
日
本
に
ま
で
伝
播
し
た
。

社
、
二

0
1

(

-

―

-

）

 

註

一
九
七

0
年
、
初
出
一
九
三
二
年
）
。
近
年
で
は
、
金
程
宇
氏
が
金

一
年
）
参
照
。

王
重
民
『
敦
煙
古
籍
叙
録
』
第
二
巻
（
中
華
書
局
、

四
＼
九
五
頁
。

書
房
、

し
か
し
、

宋
代
に
は
分
類
が
史
部
か
ら
子
部
に
変
わ
り
、
時
代
遅
れ
の
帝
王
学
と
み

な
さ
れ
て
、
次
第
に
利
用
さ
れ
な
く
な
り
、
南
宋
末
・
元
初
に
散
逸
し
た
。

拙
稿
「
唐
宋
時
期
《
帝
王
略
論
》
的
利
用
状
況
」
（
寧
欣
主
編
『
新
材
料
・

新
方
法
・
新
視
野
：
中
国
古
代
国
家
和
社
会
変
遷
』
北
京
師
範
大
学
出
版

一
九
七
九
年
）

九

（
四
）
内
藤
湖
南
「
帝
王
略
論
の
発
見
」
（
『
内
藤
湖
南
全
集
第
十
二
巻
』
筑
摩

沢
本
の
価
値
に
言
及
し
て
い
る
。
金
程
宇
「
東
洋
文
庫
所
蔵
〈
〈
帝
王
略
論
》

残
巻
的
文
献
価
値
」
（
『
稀
見
唐
宋
文
献
叢
考
』
中
華
書
局
、
二

0
0
九
年
）

の
誕
生
」
（
『
史
学
雑
誌
』

l
 

ヽ

―
1
0
0
二
年
）
参
照
。

ま
た
、
『
帝
王
略
論
』
巻
一
の

「
略
」
部
分
の
多
く
が
、
冨
巳
皇
甫
謡
撰
『
帝

参
照
。

一
年
）

仕

一
九
八
九
年
）
、
陳
虎
「
《
帝
王
略
論
》
与
唐
代
史
学
」
（
『
歴
史
文
献

王
略
論
》
的
歴
史
比
較
方
法
」
（
『
唐
代
史
学
論
稿
』
北
京
師
範
大
学
出
版

二
六
＼
―
-
三
四
頁
と
、
周
紹
良
主
編
『
全
唐
文
新
編
』
第
三
冊
（
吉
林
文

史
出
版
社
、
二

0
0
0
年）

華
書
局
、
二

0
0
五
年
）
第
一
冊
三
七

S
三
八
頁
、
第
三
冊
ニ
―
―
二
四
＼

ニ
ニ
ニ
五
頁
は
、
敦
娼
本
と
金
沢
本
の
序
文
を
収
録
し
て
い
る
。
陳
虎
訳

注
『
帝
王
略
論
』
（
中
華
害
局
、
二

0
0
八
年
）
は
、
敦
煽
本
・
『
長
短
経
』
．

胡
返
輯
注
『
虞
世
南
詩
文
集
』
（
浙
江
古
籍
出
版
社
、
―

1
0
―
二
年
）

三

s
―
二

0
頁
、
一
三
―

-s二
0
六
頁
に
、
序
と
「
論
」
の
録
文
が
あ
る
。

巻
二
の
校
訂
を
行
っ
た
。

（六）

尾
崎
康
「
虞
世
南
の
帝
玉
略
論
に
つ
い
て
」
（
『
斯
道
文
庫
論
集
』
五
、

一
九
六
七
年
）
、
饗
林
東
「
《
帝
王
略
論
》
ー
唐
初
史
論
的
傑
作
」
・
「
説
《
帝

研
究
』
第
一
―

0
輯
、
華
中
師
範
大
学
出
版
社
、
二

0
0
一
年
）
、
李
錦
繍
「
史

地
章
」
（
張
弓
主
編
『
敦
煙
典
籍
与
唐
五
代
歴
史
文
化
』
上
巻
、
第
陣
章
、

中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二

0
0
六
年
）
、
楊
晋
娼
「
《
帝
王
略
論
》
君
徳

思
想
探
析
」
（
『
吟
爾
濱
学
院
学
報
告
』
二

0
1
―
'
五
期
、
二

0
1

九
八
八
年
）
は
敦
坦
本
と
金
沢
本
を
比
較
し
、
『
帝
王
略
論
』
序
・
巻

林
聡
明
「
虞
世
南
帝
王
略
論
両
写
本
校
記
」
（
『
東
呉
文
史
学
報
』
六
、

『
通
暦
』
を
も
と
に
「
論
」

の
現
代
中
国
語
訳
を
作
成
し
た
。
胡
洪
軍

暦
』
に
依
拠
し
、
「
論
」
を
収
録
し
た
。
陳
尚
君
輯
校
『
全
唐
文
補
編
』
（
中

（
五
）
陸
心
源
輯
『
唐
文
拾
遺
』
第
一
冊
（
文
海
出
版
社

参
照
。

一
五
六
四

S
一
五
七
二
頁
は
『
長
短
経
』
・
『
通

一
九
六
二
年
）

(_1~1-) 
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研
究
論
集
第
三
輯
』
（
新
文
豊
出
版
公
司

一
九
九
―
―
年
）
に
転
載
さ
れ

き
る
。

（
七
）
中
国
の
諸
典
籍
に
お
け
る
侠
文
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
二
拙
稿
お
よ
び

拙
稿
「
『
類
要
』
中
の
『
通
暦
』
侠
文
に
つ
い
て
」
（
『
汲
古
』
六
三
、

一
三
年
）
参
照
。
日
本
に
お
け
る
受
容
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
紫
明

抄
』
所
引
『
帝
王
略
論
』
に
つ
い
て
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
八
七
＇
三
、

―
I
O
I
0
年
）
、
拙
稿
「
日
本
に
お
け
る
『
帝
王
略
論
』
の
受
容
に
つ
い
て

ー
金
沢
文
庫
本
を
中
心
に
ー
」
（
神
鷹
徳
治
・
静
永
健
編
『
ア
ジ
ア
遊
学
一

（
八
）
拙
稿
「
『
帝
王
略
論
』
の
正
統
観
ー
南
北
朝
の
皇
帝
評
価
を
中
心
に
ー
」

（
榎
本
淳
一
編
『
古
代
中
国
・
日
本
に
お
け
る
学
術
と
支
配
』
同
成
社
、

（
九
）
敦
坦
本
の
写
真
に
つ
い
て
は
、
紳
田
喜
一
郎
編
『
敦
煙
秘
籍
留
真
新
編
』

＿―-八一

s＝一九
0
頁
、
黄
永
武
主
編
『
敦
煙
宝
蔵
』
第
一
―
一
三
冊
（
新
文

豊
出
版
公
司
、

八
六
年
）

四
＼
二
六
頁
、

上
海
古
籍
出
版
社
・
法
国
国
家
図
書
館
編
『
法

蔵
敦
煙
西
域
文
献
』
⑰
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
一
年
）

三
O
S
三

四
頁
、
東
洋
文
庫
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
写
真
版
、

I
D
P

(lnternat10nal 

D
u
n
h
u
a
n
g
 Project) 
の
H
P
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
公
開
写
真
な
ど
が
参
照
で

(I 
0
)
前
掲
註
五
林
論
文
参
照
。
後
に
中
国
唐
代
学
会
編
『
中
華
叢
書
唐
代

新
編
『
敦
煙
古
籍
叙
録
新
編
』
第
六
冊
史
部
（
新
文
豊
出
版
公
司

一
九

一
九
八
五
年
）
六
三
＼
六
七
頁
、
王
重
民
原
編
・
黄
永
武

上
巻
（
黄
永
武
主
編
『
敦
煙
叢
刊
』
新
文
豊
出
版
公
司

一
九
八
五
年
）

―
1
0
一
三
年
）
参
照
。

二
0

一
年
）
参
照
。

四
〇
旧
紗
本
の
世
界
ー
漢
籍
受
容
の
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
ー
』
勉
誠
出
版 二

0

で
あ
る
。

一
九
六
八
年
）

を
参
照
し
た
。

王
問
第
八
所
引
黄
帝
略
・
顕
項
略
・
帝
僣
略
・
帝
甕
略
・
舜
略
・
夏
萬
略

-
）
な
お
、
『
帝
王
略
論
』
巻
四
校
注
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
帝
王
略
論
』

(
-
―
-
）
金
沢
本
の
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
六
尾
崎
論
文
お
よ
び
前

掲
註
―
一
拙
稿
参
照
。
敦
煙
本
に
つ
い
て
は
前
掲
註
五
林
論
文
•
前
掲
註

六
李
論
文
参
照
。
ま
た
、
本
稿
で
用
い
た
侠
文
は
‘
[
唐
]
趙
粧
撰
『
長
短

経
』
巻
二
君
徳
所
引
秦
始
皇
帝
論
と

（
一
三
）
前
掲
註
六
尾
崎
論
文
参
照
。
『
帝
王
世
紀
』
は
既
に
散
逸
し
て
い
る
た

九
六
四
年
）

め
、
そ
の
侠
文
を
集
め
た
徐
宗
元
輯
『
帝
王
世
紀
輯
存
』
（
中
華
書
局
、

お
よ
び
新
美
寛
『
本
邦
残
存
典
籍
に
よ
る
輯
侠
資
料
』
正
・

続
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、

[
唐
]
逢
行
珪
注
『
翠
子
』
大
道
文

年
）
参
照
。

巻
四
校
注
稿
」
（
『
國
士
舘
東
洋
史
学
』
七
・
八
・
九
合
併
号

―1
0
一
六

た。
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一
五
年

一
五
年

0
0
年

二
止
保
二
年
（
一
六
四
五
）
刊
本

『
太
平
御
覧
』
~
大
化
書
局
、

『
初
学
記
』
~
中
華
書
局
、
二
0
0

四
年

『
長
短
経
』
二
日
部
叢
書
集
成
本
、
藝
文
印
書
館
、

一
九
六
八
年

『
親
子
』
こ
踵
肇
鵬
撰
『
際
子
校
理
』
中
華
書
局
、

―I
O
I
 0
年

年

こ
古
典
研
究
会
『
群
書
治
要
（
二
）
』
汲
古
書
院
、

〇
引
用
書
籍
の
版
本
は
以
下
の
通
り
。

『
藝
文
類
緊
』
~
上
海
古
籍
出
版
社
、

を
ほ
ど
こ
し
た
。

0
五
年

し
て
示
し
、

文
字
を
補
っ
た
箇
所
は

）
で
示
し
た
。

0
本
稿
で
は
、
解
釈
の
便
を
は
か
る
た
め
、
異
体
字
は
正
字
に
改
め
、
句
読
点

『
周
易
』
『
＋
三
経
注
疏
周
易
正
義
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二

0
0
0
年

『
尚
書
』
『
＋
三
経
注
疏
尚
書
正
義
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二

0
0
0
年

『
毛
詩
』
二
『
＋
三
経
注
疏
毛
詩
正
義
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二

0
0
0
年

『
春
秋
左
氏
伝
』
~
『
十
三
経
注
疏
春
秋
左
伝
正
義
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二
〇

『
礼
記
』
『
十
三
経
注
疏
礼
記
正
義
』
北
京
大
学
出
版
社
、

二
0
0
0
年

『
論
語
』
『
十
三
経
注
疏
論
語
注
疏
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二

0
0
0
年

『
孝
経
』
『
十
三
経
注
疏
孝
経
注
疏
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二

0
0
0
年

『
荘
子
』

i

劉
文
典
撰
、
趙
鋒
・
諸
偉
奇
黙
校
『
荘
子
補
正
』
中
華
書
局
、
二
〇

『
楚
辞
』
二
洪
興
祖
撰
、
黄
霊
庚
黙
校
『
楚
辞
補
注
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇

『
経
典
釈
文
』
瓦
が
定
四
庫
全
書
薔
要
、
吉
林
出
版
集
団
有
限
責
任
公
司
、
―

1
0

『
群
書
治
要
』

『
三
教
指
帰
覚
明
注
』

一
九
九
九
年

一
九
七
七
年

『
北
堂
書
紗
』
芯
子
苑
出
版
社
、

一
九
九
八
年

が
あ
る
と
判
断
し
た
箇
所
に
は
、
底
本
の
文
字
を
残
し
た
上
で
[

]
を
附

『
魏
書
』
~
中
華
書
局

論
』
の
侠
文
が
存
在
し
な
い
箇
所
で
、
典
拠
史
料
に
基
づ
い
て
修
正
の
必
要

『
宋
書
』
~
中
華
書
局

0
校
訂
箇
所
に
は
漢
数
字
で
番
号
を
振
っ
て
、
校
訂
内
容
を
示
し
た
。
『
帝
王
略

一
九
七
四
年

一
九
七
四
年

『
三
国
志
』
~
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年

王
略
論
』

(
P
二
六
三
六
。
以
下
、
敦
と
略
）
、
『
長
短
経
』
（
以
下
、
長
と
略
）
、

『
際
子
』
注
（
以
下
、
際
と
略
）

で
校
訂
し
た
。

『
論
衡
』
五
張
宗
祥
校
注
、
鄭
紹
昌
標
点
『
論
衡
校
注
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
ニ

0
一
三
年

0
金
沢
文
庫
本
『
帝
王
略
論
』
（
以
下
、
金
と
略
）
を
底
本
と
し
、
敦
燒
本
『
帝

『
史
記
』
：
中
華
書
局
、

二
0
一
四
年

凡
例

一
九
八
九

『
淮
南
子
』
」
張
雙
棟
撰
『
淮
南
子
校
繹
』
北
京
大
学
出
版
社
、
二

0
一
三
年
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略
日
、
太
臭
帝
庖
犠
氏
、
姓
風
、
蛇
身
人
首
、
有
聖
徳
。
始
作
葱
舟
五
絃
（
七
）
、

制
嫁
姿
之
證
。
受
龍
圏
、
有
景
龍
之
瑞
、
故
以
龍
紀
官
、
故
日
龍
師
。
仰
則
観

象
於
天
、
俯
則
観
法
於
地
。
始
作
八
卦
、
以
通
紳
明
之
徳
。
結
縄
而
（
八
）
治
、

為
網
筈
以
田
（
九
）
以
漁
。
取
犠
牲
以
充
庖
厨
、
故
号
日
庖
犠
氏
、
或
号
伏
犠
氏

(
-
0
)
0
 

の
小
字
を
記
す
。

形
謡
か
。

に
よ
っ
て
補
っ
た
。

（
二
）
敦
こ
虞
舜
の
右
下
に
小
字
で
「
五
帝
」
と
記
す
。

「
揉
」
が
正
し
い
。
「
揉
」
は
「
揉
」
の
形
謳
で
あ
ろ
う
。

（
一
三
）
金
・
敦
~
「
揉
」
。
『
周
易
』
繋
辞
下
に
「
揉
木
為
未
」
と
あ
る
こ
と
か
ら

し
い
。
「
祀
」
は
「
粕
」
（
訓
は
ス
キ
）
の
形
謡
で
あ
ろ
う
。

各
得
其
所
。
始
重
八
卦
、
為
六
十
四
焉
。

(

I

 

0
)
敦
こ
氏
」
が
無
い
。

従
っ
た
。

（
康
王
）
（
四
）

架
（
三
）

甫
っ
た
。

ネ
ら

秦
始
王
[
皇

]
g

（
三
）
金
二
＇
架
」
が
無
い
。
本
文
中
に
「
略
」
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
敦

（
四
）
金
・
敦
~
「
康
王
」
が
無
い
。
本
文
中
に
「
略
」
が
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

（
五
）
金
·
敦
~
「
王
」
。
虞
世
南
が
『
帝
王
略
論
』
執
筆
時
に
あ
え
て
「
王
」
と
し

た
可
能
性
も
あ
る
が
、
略
部
分
で
は
「
始
皇
帝
」
と
す
る
。
「
王
」
は
「
皇
」
の

（
六
）
敦
~
「
殷
湯
」
の
右
に
「
上
」
、
「
太
戊
」
の
右
に
「
下
」
、
「
周
文
王
」
の
右
に

「
上
」
、
武
王
の
右
に
「
上
」
、
「
秦
始
皇
」
の
右
に
「
上
」
、
「
二
世
」
の
右
に
「
下
」

部
一
太
臭
庖
犠
氏
引
用
『
周
易
』
に
は
「
而
為
網
苦
、

[
相
]
(
―
二
）
、
揉
[
揉
]

五
）
、
故
号
日
(
-
六
）
神
農
。
嘉
禾
生
、
醗
泉
出
、

（
ニ
ニ
）
木
為
未
褥
[
孵
]

-
）
金
こ
琴
」
、
敦
~
「
悲
」
。
『
藝
文
類
緊
』
巻
一

以
敗
以
漁
」
と
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
金
の
「
略
」
は
「
敗
」
の
形
謳
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
敦
に

略
日
、
炎
帝
紳
農
氏
、
姓
姜
、
人
身
牛
首
。
始
作
五
絃
之
琴
(
―
一
）
、
断
木
為
栴

（
一
四
）
、
始
敦
天
下
種
穀
（
一

以
日
中
為
市
、
交
易
而
退
、

一
帝
王
部
一
神
農
氏
引
用
『
帝

王
世
紀
』
に
「
作
五
絃
之
琴
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

(
-
―
-
）
金
・
敦
~
「
栴
」
。
金
の
「
粘
」
の
右
に
は
「
ス
キ
ト
」
と
訓
点
が
ふ
ら
れ

て
い
る
。
『
周
易
』
繋
辞
下
に
「
新
木
為
相
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
相
」
が
正

と
あ
り
、
一
田
＿
と
す
る
別
本
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
『
藝
文
類
衆
』
巻

一
帝
王

(
-
）
敦
賣
帝
の
右
下
に
小
字
で
「
三
皇
」
と
記
す
。

腐
王

宣

王

幽

王

平

王

太

康

少

康

殷

湯

太

戊

武

丁

紺

周

文

王

武
王

成
王

二
世
（
六
）

太

臭

炎

帝

校
注

黄
帝

(

l

)

少

晏

顧

項

帝

僭

唐

幸

R

虞
舜
（
二
）

夏
萬

『
帝
王
世
紀
』
に
「
作
忍
三
十
六
絃
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。
以

下
の
「
絃
」
も
同
じ
。

（
九
）
金
二
5
叩
」
、
敦
こ
＇
田
」
。
『
周
易
』
繋
辞
下
の
現
行
本
に
は
「
作
結
縄
而
為
岡

筈
、
以
佃
以
漁
」
と
あ
る
が
、
『
経
典
釈
文
』
巻
二
に
は
「
佃
音
田
、
本
亦
作
田
」

八
）
金
こ
而
」
、
敦
~
「
為
」
。

（
七
）
金
~
「
弦
」
、
敦
二
＇
絃
」
。
『
藝
文
類
衆
』
巻一
帝
王
部
一
太
晏
庖
犠
氏
引
用
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音
は
タ
ク
）
の
形
謡
で
あ
ろ
う
。

に
「
重
門
撃
析
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
・
際
が
正
し
い
。

が
ふ
ら
れ
て
い
る
。

（
一
八
）

『
群
書
治
要
』
巻
一

翌

□始
」
が
無
い
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
に
従
う
。

斥
(
-
九
）
、

木有
不
服
者
、
従
而
征
之
、

立
。
是
為
少
臭
帝
。
右
二
皇
。

（
一
六

敦
~
「
日
＿
が
無
い
。

「
析
」
は
「
析
」
（
漢

一
史
記
上
本
紀
引
用
『
帝
王
世
紀
』

略
日
、
黄
帝
軒
戟
氏
、
有
熊
國
君
少
典
之
子
、
姓
公
孫
。
始
垂
衣
裳
、
造
書
契
、

置
史
官
、
為
舟
撒
（
一
七
）
以
清
不
通
。
服
牛
乗
馬
、
始
(
-
八
）
立
棟
宇
。
重
門
撃

以
待
暴
客
。
総
杵
臼
以
利
萬
民
（
二
O
)
、
作
弧
矢
以
威
天
下
。
諸
侯

凡
五
十
二
戦
（
ニ
―
)
、
而
天
下
大
服
。
有
（
二
ニ
）
草
生

於
庭
、
侯
人
入
則
（
二
三
）
指
之
、
名
日
屈
軟
之
草
。
鳳
皇
巣
千
（
二
四
）
阿
閣
、
麒

麟
遊
千
苑
（
二
五
）
園
。
始
（
二
六
）
作
律
管
（
二
七
）
、
興
封
祠
之
證
（
二
八
）
。
子
青
陽

（
一
七
）
金
~
「
撒
」
、
敦
二
峨
」
、
翌
」
「
揖
」
。
「
峨
」
・
「
揖
」
は
「
撒
」
の
異
体
字
。

『
三
教
指
帰
覚
明
注
』
下
之
下
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
為
舟
懺
以
清
不
通
」

（
一
九
）
金
．
「
析
」
、
敦
・
蓑
~
「
析
」
。
金
の
「
析
」
の
右
に
は
「
タ
ク
」
と
訓
点

教
天
下
種
穀
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。
以
下
も
同
様
。

（
一
五
）
金

i

「
穀
」
、
敦
~
「
繋
」
。
「
槃
」
は
「
馨
」
の
異
体
字
。
「
馨
」
で
は
文
が

通
じ
な
い
。
『
藝
文
類
緊
』
巻
―
―
帝
王
部
一
神
農
氏
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
始

未
孵
」
と
す
る
別
本
も
あ
っ
た
。
「
褥
」
は
「
孵
」
の
形
謡
で
あ
る
。
＇

（
一
四
）
金
・
敦
こ
＇
為
未
褥
」
。

｀
 

．．
 

『
経
典
釈
文
』
巻
二
に
「
本
或
揉
木
為
之
未
孵
、
非
．
」
、
と
あ
る
よ
う
に
「
為
之

『
周
易
』
繋
辞
下
に
は
「
揉
木
為
未
」
と
あ
る
が

（
二
八
）
辮
~
「
之
證
」
が
無
い
。

か
ら

に
「
始
作
律
管
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
・
敦
が
正
し
い
。

（
二
六

憲
~
「
始
」
が
無
い
。

と
す
る
。

（
―
一
四
）
金
こ
「
乎
」
、
敦
＂
「
千
」
。
「
乎
」
で
は
文
意
に
合
わ
な
い
。

明
注
』
下
之
下
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
鳳
皇
巣
干
阿
閣
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

（
二
五
）
金
~
「
乎
苑
」
、
敦
~
「
干
」
。
「
乎
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
ま
た
、
敦
に
は

「
苑
」
の
字
が
無
い
が
、
文
字
の
並
び
か
ら
二
字
が
ふ
さ
わ
し
い
。

帰
覚
明
注
』
下
之
下
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
麒
麟
遊
苑
囲
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
金
が
正
し
い
。
敦
に
従
っ
て
金
の
「
乎
」
を
「
千
」
に
改
め
、

（
二
七
）
金
・
翠
~
「
造
律
管
」
、
敦
二
＇
作
律
菅
」
。
「
作
」
と
「
造
」
は
同
義
。

教
指
帰
覚
明
注
』
下
之
下
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
始
作
律
管
」
と
あ
る
こ
と

敦
が
正
し
い
。

わ
れ
る
。

一
帝
王
部
一
黄
帝
軒
轄
氏
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
凡
五
十
二
戦
」
と
あ
る

（
ニ
―
-
）
敦
~
「
天
下
大
服
、
有
」
を
「
草
生
於
」
の
右
に
小
字
で
記
す
。
脱
字
を
補

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
二
三
）
金
~
「
則
」
を
「
入
」
の
右
下
に
小
字
で
記
す
。
脱
字
を
補
っ
た
も
の
と
思

「
作
律
管
」
と
す
る
。

こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。

—=n 

『
三
教
指
帰
覚
明
注
』
下
之
下
引
用
『
帝
王
世
紀
』

「
干
苑
」

『
三
教
指
帰
覚

『
三
教
指

（
ニ
―
)
金
~
「
載
」
敦
ミ
戦
」
。
「
載
」
て
は
文
が
通
じ
な
い
。
『
蒻
文
類
緊
』
巻

（
二
0
)
金
・
敦
~
「
民
」
、
惹
~
「
姓
」
。
翠
が
「
姓
」
と
す
る
の
は
、
唐
太
宗
李
世

民
の
避
緯
で
あ
る
。
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（
―
二
五
）
金

□作
」
、
敦
」
「
制
」
。
「
制
」
と
「
作
」
は
同
義
。

略
日
、

こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

略
日
、
帝
曇
（
三
二
）
、
闇
辛
氏
、
名
変
（
＝
一
三
）
、
姓
姫

(

l

-

―
四
）
。
平
共
工
之
乱
、
作
（
三

五
）
牌
・
鼓
・
鍾
・
磐
．
莞

U
―
六
）
・
箱
（
三
七
）
。
鳳
皇
鼓
翼
而
舞
（
三
八
）
。

(
-
―
-
―
-
）
敦
．
「
僣
」
が
無
い
。
『
帝
王
略
論
』
は
君
主
の
名
を
明
記
し
て
い
る
こ
と

（
三
―
二
）
金
こ
＇
名
変
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

（
二
四
）
金
~
「
姓
姫
」
、
敦

i

「
姫
姓
」
。
『
帝
王
略
論
』
は
必
ず
姓
某
と
記
し
て
い
る

か
ら
、
金
が
正
し
い
。

い
。
「
方
」
は
「
万
」
の
形
謡
で
あ
ろ
う

二
―
)
金
・
蓑
~
「
萬
」
敦
こ
方
」
。
『
藝
文
類
緊
』
巻

い
。
「
離
」
は
「
雑
」
の
形
謡
で
あ
ろ
う
。

10)
金
二
＇
離
」
、
敦
・
際
二
＇
雑
」
。
『
藝
文
類
祭
』
巻

少
臭
、
名
摯
、
字
青
陽
、
号
金
天
氏
。
有
鳳
鳥
之
瑞
、
故
以
鳥
名
官
。

於
是
官
脩
其
方
、

天
下
大
治
。

民
(
-
―
九
）
紳
不
雑
（
三
O
)
、
萬
（
三
一
）
物
有
序
゜

（
二
九
）
金
・
敦
~
「
民
」
、
瑕
~
「
人
」
。
憲
の
「
人
」
は
、
唐
太
宗
の
避
緯
で
あ
る
。

一
帝
王
部
一
顕
瑣
晶
陽

氏
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
民
紳
不
雑
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
・
翠
が
正
し

一
帝
王
部
一
頴
項
闇
陽

氏
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
萬
物
有
序
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
・
憲
が
正
し

略
日
、
帝
顕
項
、
高
陽
氏
、
黄
帝
之
孫
、
昌
意
之
子
、
姓
姫
。
平
九
黎
之
乱
、

紀
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
甕
堂
高
三
尺
、
土
階
三
等
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

四
0
)
金
~
「
等
」
、
敦
~
「
寸
」
、
翠
~
「
尺
」
。

し
い
。

見
、
廿
露
降
、
醗
泉
出
、
朱
草
生
、

鳳
皇
止
庭
。
故
仲
尼
云
「
唯
天
為
大
、
唯

尭
則
之
。
蕩
蕩
乎
、
民
（
四
九
）
無
能
名
焉
。
窺
崩
乎
、
其
有
成
功
者
（
五
0
)

也
。
」

用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
乃
以
手
壽
・
許
由
為
師
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正

『
群
書
治
要
』
巻
一

二
九
）
金
~
「
壽
」
、
敦
二
喜
一
。
『
藝
文
類
緊
』
巻

乃
學
舜
而
祠
天
下
焉
。
崩
年
百
一
十
八
歳
。

遇
[
第
] は

、
「
廃
」
の
避
緯
字
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。

一
帝
王
部
一
帝
尭
陶
唐
氏
引

（
三
七
）
金
こ
席
」
、
敦
~
「
施
」
。
「
靡
」
は
家
が
ゆ
が
む
と
い
う
意
。
文
が
通
じ
な

舟
日
、

い
。
「
施
」
は
笛
の
一
種
。
金
は
「
廃
」
の
「
虎
」
部
分
を
「
詣
」
と
し
た
避
緯

字
を
誤
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
敦
に
従
う
。
な
お
、
敦
は
「
廃
」
の
「
虎
」

部
分
を
「
哨
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
翌
は
六
つ
の
楽
器
を
「
鞄
・
牌
・
鐘
．

鼓
・
莞
．
席
」
と
し
て
お
り
、
異
同
が
激
し
い
。
金
の
「
席
」
と
際
の
「
席
」

（
三
八
）
金
~
「
舞
」
、
敦
＂
「
債
」
。
「
債
」
と
「
舞
」
は
同
義
。

略
日
、
帝
発
、
陶
唐
氏
、
名
放
動
、
黄
帝
之
孫
、
姓
祁
゜
聰
明
文
思
、
允
恭
克

譲
。
以
弔
壽
（
三
九
）
為
師
、
許
山
為
友
。
堂
高
三
尺
、
茅
茨
不
謡
、
士
階
三
等
（
四

0
)
。
夏
日
葛
衣
、
冬
日
鹿
裟
。
有
草
生
於
階
、
以
月
初
一
日
生
一
英
（
四
一
）
、

日
（
四
一
こ
落
一
英
。
若
月
小
、
則
餘
（
四
―
二
）

一
六
）
金

i

「
莞
」
、
敦

i

「埴」
0

至

一
英
、
厭
（
四
四
）
而
不
落
。

名
日
葉
英
。
党
観
之
、
以
知
旬
朔
（
四
五
）
。
又
捕
生
（
四
六
）
於
厨
、
其
形
（
四
七
）
如

（
四
八
）
、
名
日
退
[
竿
]
呻
叫

O

暑
夏
之
日
ヽ
厨
内
常
涼
o

於
時
景
星

一
史
記
上
本

(-l炉ー）
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一
致
す
る
。
「
選
」
は
「
楚
」
の
形
謡
か
。

四
六
）
金
こ
肺
生
」
、
敦
~
「
生
肺
」
。

と
一
日
の
意
。
金
が
正
し
い
。

（
四
一
）
金
~
「
英
」
、
敦
ら
英
」
。
『
初
学
記
』
巻
四
歳
時
部
下
·
月
晦
第
四
引
用
『
帝

王
世
紀
』
に
「
毎
月
朔
生
一
英
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。
「
英
」
は

「
英
」
の
形
謳
で
あ
ろ
う
。
以
下
も
同
様
。

（
四
二
）
金
~
「
日
」
が
無
い
。
文
が
通
じ
な
い
。
敦
に
従
う
。

（
四
三
）
敦
ミ
餘
」
が
無
い
。
『
初
学
記
』
巻
四
歳
時
部
下
・
月
晦
第
四
引
用
『
帝

王
世
紀
』
に
「
若
月
小
則
餘
一
英
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

（
四
四
）
敦
~
「
厭
」
、
が
無
い
。
『
初
学
記
』
巻
四
歳
時
部
下
・
月
晦
第
四
引
用
『
帝

王
世
紀
』
に
「
厭
而
不
落
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。
な
お
、
金
の

「厭」

の
右
に
は
「
ア
マ
リ
」
と
訓
点
が
ふ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
二
字
上
の

（
四
五
）
金
~
「
朔
」
、
敦
~
「
朝
」
。
「
朝
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
旬
朔
」
は
十
日

（
四
七
）
金
~
「
形
」
、
敦
~
「
彩
」
。
『
藝
文
類
緊
』
巻
一一
帝
王
部
一
帝
尭
陶
唐
氏
引

用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
其
薄
如
萎
形
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

（
四
八
）
金
・
敦
~
「
選
」
。
「
選
」
は
速
く
行
く
と
い
う
意
で
あ
り
、
文
が
通
じ
な
い
。

金
は
「
選
」
の
右
に
「
セ
フ
」
、
左
に
「
サ
フ
」
と
訓
点
を
ふ
っ
て
い
る
。
「
選
」

の
漢
音
は
「
サ
フ
」
で
あ
り
、
「
セ
フ
」
で
は
な
い
。
も
と
も
と
別
の
字
で
あ
っ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
『
論
衡
』
巻
一
七
是
応
篇
に
は
「
筵
肺
生
於
庖
厨
者
、

言
厨
中
自
生
肉
肺
、
薄
如
策
形
」
と
あ
り
、
「
選
」
で
は
な
く
「
篭
」
と
な
っ
て

い
る
。
「
簑
」
は
扇
の
意
。
漢
音
は
「
セ
フ
」
・
「
サ
フ
」
で
あ
り
、
金
の
訓
点
と

「
餘
」
に
ふ
る
べ
き
訓
点
を
誤
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

金
が
正
し
い
。

五
三
）
敦
二
＇
而
」
が
無
い
。

五
二
）
翠
こ
其
」
が
無
い
。

ろ
う
。

（
四
九
）
金
・
敦
ミ
民
」
、
惹
~
「
人
」
。
際
の
「
人
」
は
、
唐
太
宗
の
避
緯
で
あ
る
。

（
五
0
)
辮
~
「
者
」
が
無
い
。
出
典
で
あ
る
『
論
語
』
泰
伯
に
は
「
其
有
成
功
也
」

と
あ
り
、
「
者
」
は
な
い
。
し
か
し
、
虞
世
南
が
『
帝
王
略
論
』
執
筆
時
に
「
者
」

略
日
、
帝
舜
、
有
虞
氏
、
高
陽
之
後
、

姓
姶
゜
瞥
艘
（
五
一
）
之
子
。

弟
傲
。
舜
少
而
至
孝
、
発
聞
其
（
五
二
）
聰
明
而
（
五
三
）
用
之
。
舜
乃
學
萬
為
司
空
、

以
治
（
五
四
）
水
土
。
棄
為
后
稜
、
以
播
百
穀
゜
渦
（
五
五
）
為
司
徒
、
以
敦
萬
民
（
五

六
）
。
皐
陶
為
士
（
五
七
）
、
以
理
獄
訟
。
垂
為
共
工
、
以
典
工
巧
（
五
八
）
。
盆
（
五
九
）

為
（
六
O
)

朕
虞
、

紳
人
。

以
育
草
木
。
伯
夷
為
秩
宗
、

百
僚
咸
得
其
オ
。
甕
乃
祠
以
天
下
、

（
六
三
）
日
「
元
首
明
哉
、

以
典
三
證
。
愛
為
栗
正
、
以
和

天
下
（
六
一
）
太
（
六
―
n
平
゜
乃
作
歌

股
肱
良
哉
、
庶
事
康
哉
。
」
又
歌
日
「
元
首
叢
腔
哉
、

股
肱
惰
哉
、
萬
事
牒
[
堕
]
宍
門
哉

f

干
時
日
月
光
華
ヽ
卿
雲
叢
緊
会
五
)
ヽ

弾
五
絃
之
琴
、
歌
（
空
0

南
風
之
詩
日
（
六
七
）
「
南
風
之
薫
分
、
可
以
解
吾
民
之
（
六

八
）
憔
分
、
南
風
之
時
分
、
可
以
阜
吾
民
之
財
分
。
」
作
篇
（
六
九
）
詔
之
楽
、
鳳

皇
束
儀
、
撃
石
柑
（
七
O
)

石
、
百
獣
率
舞
（
七
一
）
。
故
仲
尼
云
（
七
―
-
）
部
「
帯
美
突
、

又
需
善
也
。
」
以
位
祠
萬
。
年
百
歳
崩
。
右
五
帝
。

父
頑
母
難

（
五
一
）
金
~
「
艘
」
、
敦
こ
＇
暖
」
。
『
初
学
記
』
巻
九
総
叙
帝
王
引
用
『
帝
王
世
紀
』

に
「
瞥
曖
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。
「
艘
」
は
「
艘
」
の
形
謡
で
あ

（
五
四
）
金
・
敦
二
＇
治
」
、
際
二
＇
平
」
。
翌
が
「
平
」
と
す
る
の
は
、
唐
高
宗
李
治

を
つ
け
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
と
す
る
。

145 
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の
形
謡
で
あ
ろ
う
。
敦
に
従
う
。

（
六
0
)
敦
~
「
為
」
、
翠
＂
「
作
」
、
金
＂
「
為
」
が
無
い
。
『
藝
文
類
緊
』
巻
一

王
部
一
帝
舜
有
虞
氏
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
盆
為
朕
虞
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

（
六
一
）
金
~
「
天
下
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

（
六
二
）
金
~
「
大
」
、
敦
~
「
太
」
。
「
大
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
大
」
は
「
太
」

（
六
―
二
）
金
こ
歌
」
、
敦
こ
＇
班
」
。
「
班
」
と
「
歌
」
は
同
義
。
以
下
も
同
様
。

（
六
四
）
金
・
敦
こ
「
陳
」
。
し
か
し
、
『
史
記
』
巻
二
夏
本
紀
、
『
尚
書
』
益
稜
に
「
萬

敦
に
従
う
。

し
い
。

五
九
）
金
・
敦
こ

字
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
敦
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

と
思
わ
れ
る
。

五
七
）
金
二
士
亡
、
敦
・
際
~
「
士
師
」
。
『
藝
文
類
漿
』
巻

宗
の
避
講
で
あ
る
。

敦
・
撥
が
正
し
い
。
「
萬
」
は
「
高
」
の
形
謡
で
あ
ろ
う
。

（
五
五
）
金
こ
＇
萬
」
、
敦
・
蓑
こ
＇
尚
」
。
『
史
記
』
巻

の
避
諒
で
あ
る
。

類
緊
』
巻
一

一
帝

一
帝
王
部
一
帝
舜
有
虞
氏
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の

五
帝
本
紀
お
よ
び
『
藝
文

と
き
司
徒
に
な
っ
た
の
は
契
で
あ
る
。
「
高
」
は
契
の
古
字
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

（
五
六
）
金
・
敦
こ
，
萬
民
」
、
鸞
こ
＇
百
姓
」
。
翠
が
「
百
姓
」
と
す
る
の
は
、
唐
太

一
帝
王
部
一
帝
舜
有

虞
氏
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
皐
絲
為
士
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い

（
五
八
）
敦
~
「
以
典
工
巧
」
、
翠
~
「
以
典
衆
作
」
、
金
二
四
字
が
抜
け
て
い
る
。
脱

一
帝
王
部
一
帝
舜
有

虞
氏
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
盆
為
朕
虞
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
・
敦
が
正

七
二
）
金
二
＇
云
」
、
敦
ニ
E
l
-
。

七
一
）
金
~
「
舞
」
、
敦
二
憮
」
。
「
債
」
と
「
舞
」
は
同
義
。

七
0
)
金
~
「
柑
」
、
敦
二
撫
」
。
「
撫
」
と
「
術
」
は
同
義
。

成
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
従
う
。

補
う
。

日
＿
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
製
に
従
う
。

雲
叢
衆
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。

事
堕
哉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
堕
」
が
正
し
い
。
「
漿
」
は
「
堕
」
の
形
函
で

あ
ろ
う
。

（
六
五
）
金
~
「
緊
」
が
無
い
。
『
宋
書
』
巻
二
七
符
瑞
上
に
舜
の
治
世
を
称
え
「
慶

（
六
六
）
金
こ
「
詠
」
、
敦
~
「
味
」
、
震
~
「
歌
」
。
「
味
」
・
「
歌
」
・
「
詠
」
は
同
義
。
『
初

学
記
』
巻
一
天
部
上
風
六
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
舜
弾
五
絃
琴
、
歌
南
風
詩

（
六
七
）
金
こ
南
風
之
詩
日
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

（
六
八
）
金
~
「
之
」
が
無
い
。
『
初
学
記
』
巻
一
天
部
上
風
六
引
用
『
帝
王
世
紀
』

に
「
可
以
解
吾
民
之
懺
分
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。
敦
に
よ
っ
て

（
六
九
）
金
~
「
蒲
」
、
敦
~
「
篇
」
。
「
蓋
」
と
「
籠
」
は
同
義
。
『
藝
文
類
緊
』
巻
一

一
帝
王
部
一
帝
舜
有
虞
氏
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
乃
作
大
紹
之
楽
、
篇
詔
九

略
日
、
伯
萬
、
夏
后
氏
、
姓
似
、
名
文
命
、
嵩
陽
之
孫
、

水
九
年
、
其
功
不
成
、
発
放
之
於
猜
山
。
舜
乃
畢
馬
治
水
。

陰
、
櫛
風
沐
雨
、

其
言
可
信
。
臀
総
律
、
身
為
度
、

起
。
陸
行
載
車
、
水
行
載
舟
、

一
沐
三
捉
（
七
七
）
髪
、

泥
（
八
O
)

行
距
翰
（
八
一
）
、

父
舷
（
七
―
―
-
）
。
治
洪

不
貴
尺
璧
而
重
寸

冠
掛
（
七
四
）
不
顧
、
履
脱
不
納
（
七
五
）
。
其
仁
可
親
（
七
六
）
、

（
七
八
）
食
（
七
九
）
―
―
-

山
行
乗
輻
。
治
水
十
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用
『
帝
王
世
紀
』
は
「
一
沐
三
握
髪
」
と
す
る
。

七
七
）
金
・
敦
口
捉
」
。
『
北
堂
書
紗
』
巻

仁
可
親
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

れ
る
。 桂

」
と
「
掛
」
は
同
義
。
こ
こ
で
は
金
に
従
う
。

の
異
体
字
。

七
三
）
金
~
「
舷
」
、
敦
~
「
骸
」
。

先
生
曰

公
子
日

一
求
賢
―
二
九
引
用
『
帝
王
世
紀
』
は

「
骸
」
と
「
舷
」
は
同
義
。
い
ず
れ
も
「
縣
」

日
入

三
年
、
三
過
其
（
八
二
）
門
、
聞
兒
泣
臀
而
不
入
也
。
於
是
盤
龍
門
、
闘
伊
関
、

導
九
河
、
所
存
者
七
百
國
。
河
出
圏
書
（
八
三
）
。
年
百
歳
崩
゜

崩
、
子
太
康
立
。

是
以
百
姓
日
用
而
不
知
也
。

子
啓
立
。
啓
（
八
四
）

「
吾
日
出
而
作
、

「
夏
萬
之
徳
、
何
以
不
逮
於
甕
舜
。
」

「
昔
者
三
五
之
隆
（
八
五
）
、
為
（
八
六
）
而
不
宰
。
玄
功
潜
運
、
莫
得
而
（
八

七
）
名
。
是
（
八
八
）
以
帝
甕
之
時
、
有
老
人
撃
壌
於
路
日

而
息
、
盤
井
而
飲
、
耕
田
而
食
、
帝
何
力
於
我
哉
。
」
由
此
（
八
九
ご
言
之
、

日
（
九
一

1

一
）
「
微
萬
之
功
、
吾
其
魚
乎
（
九
四
）
。
」
帝
王
之
功
、
莫
此
為
盛
。
」

至

聖
之
（
九
0
)
徳
無
跡
可
尋
。
故
日
「
至
人
無
己
（
九
一
）
、
紳
人
無
功
、
聖
人
無
名
。
」

三
代
徳
衰
、
功
用
始
顕
゜
聞
夫
夏
后
之
世
、
敷
九

土
、
乗
四
載
、
建
萬
國
、
定
九
州
、
栞
木
導
川
、
其
勤
（
九
二
）
至
芙
。
故
左
博

（
七
四
）
金
．
「
掛
」
、
敦
~
「
桂
」
。
「
桂
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
『
淮
南
子
』
原
道

訓
に
「
冠
桂
而
弗
顧
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
桂
」
は
「
桂
」
の
形
謳
で
あ
ろ
う
。

（
七
五
）
翠

i

「
冠
履
不
顧
」
。
「
冠
掛
不
顧
、
履
脱
不
納
」
を
省
略
し
た
も
の
と
思
わ

（
七
六
）
金
~
「
其
仁
可
親
」
、
敦
こ
「
其
人
可
観
」
。
『
史
記
』
巻
二
夏
本
紀
に
「
其

「
一
沐
―
―
―
捉
」
と
す
る
。
し
か
し
、
『
藝
文
類
衆
』
巻
―
―
帝
王
部
一
帝
夏
萬
引

九

0
)
敦

i

「
之
」
が
無
い
。

（
八
九
）
金

i

「
此
而
」
、
敦
~
「
此
」
。
「
此
而
」
で
は
語
調
に
合
わ
な
い
。
敦
に
従
う
。

（
九
一
）
金
こ
己
」
、
敦
~
「
已
」
。
金
は
「
己
」
の
右
に
「
ヤ
ム
コ
ト
」
、
左
に
「
ヲ

ノ
レ
」
と
訓
点
を
ふ
っ
て
い
る
。
出
典
の
『
荘
子
』
内
篇
・
逍
遥
遊
に
「
至
人

無
己
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
己
」
（
訓
は
オ
ノ
レ
）
が
正
し
い
。

八
八
）
金
~
「
是
」
、
敦
こ
而
匹
是
」
。

八
七
）
金
~
「
而
」
、
敦
~
「
為
」
。

八
六
）
金
~
「
為
」
、
敦
~
「
雖
為
」
。

八
五
）
敦
~
「
之
隆
」
が
無
い
。

八
四
）
敦

i

「
啓
」
が
無
い
。

八
三
）
敦

i

「
書
＿
が
無
い
。

文
が
通
じ
な
い
。
金
に
従
う
。

（
八
―
-
）
金
~
「
其
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

文
が
通
じ
な
い
。
「
龍
」
は
術
字
で
あ
ろ
う
。

渠
書
に
「
泥
行
距
樽
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
従
う
。

世
紀
』
に
「
一
食
三
起
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

（
八
0
)
金
~
「
塑
」
、
敦
こ
泥
」
。
「
塑
」
は
「
泥
」
の
別
字
。
『
史
記
』
巻
二
九
河

（
八
一
）
金
~
「
距
輻
」
、
敦
＂
「
乗
躍
龍
」
。
『
史
記
』
巻
二
九
河
渠
書
に
は
「
泥
行
距

襦
」
と
あ
り
、
『
史
記
』
巻
二
夏
本
紀
に
は
「
泥
行
乗
懐
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

か
り
に
金
に
従
う
。
な
お
、
敦
は
「
躍
」
の
下
に
「
龍
」
を
記
し
て
い
る
が
、

七
九
）
金
~
「
食
」
、
敦
こ
＇
食
而
」
。
『
北
堂
書
紗
』
巻
一
求
賢
三
九
引
用
『
帝
王

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。

て
い
る
。
『
北
堂
書
紗
』
巻

一
求
賢
三
九
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
一
食
三
起
」

（
七
八
）
金
こ
二
」
、
敦
~
「
一
」
。
金
は
「
二
」
に
「
ヒ
ト
タ
ヒ
」
と
訓
点
を
ふ
っ
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（
九
七
）
金
二
干
」
、
敦
~
「
於
」
。
「
於
」
と
「
干
」
は
同
義
。

為
俯
牧
正
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

先
生
日

（
九
四
）
金
・
敦
~
「
吾
其
魚
乎
」
、
際
こ
人
皆
魚
突
」
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
元
年

に
「
微
馬
、
吾
其
魚
乎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
・
敦
が
正
し
い
。

略
日
、
帝
太
康
好
（
九
五
）
田
猟
゜

人
御
其
母
以
従
、

五
子
咸
怨
、

田
干
有
洛
之
表
、

乃
作
歌
日

音
、
峻
宇
離
埴
、
有
一
子
（
九
七
）
此
、
未
或
弗
亡
。
」
於
是
有
窮
之
君
日
葬
、

因
民
弗
忍
、
距
之
千
河
。
太
康
為
葬
所
距
、
失
位
而
崩
。
生
帝
相
。
相
為
葬
所

滅
。
葬
又
為
其
臣
寒
泥
所
滅
。
相
有
遺
腹
子
曰
少
康
゜

公
子
日
「
天
子
有
争
臣
七
人
、
雖
無
道
、
不
失
其
（
九
八
）
天
下
。
太
康
有
五
弟
、

「
何
代
無
賢
、

用
輿
不
用
。

若
能
観
五
子
之
詞

(
1
0
三）、

十
旬
不
反
（
九
六
）
。
蕨
弟
五

屈
原
非
不
智
也
、

規

(
1
0
五
）
要
功
[
切
]
二
O
六
て
極
於
此
突
o

」

見
放
於
楚
。

（
九
五
）
金
~
「
好
」
が
無
い
。
文
が
通
じ
な
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

子
宵
非
不

忠
也
、
流
戸
於
呉
。
使
二
主
能
用
雨
賢
、
則
楚
為
七
國
之
雄
、
呉
作
九
州
之
伯

芙
。
登
有
入
閣
i

[

閣
]

(

I

0
0
)
 ~
憤
、
涌
東

(
I
O
I
)

長
歎
者
乎
。
人
主

(
1
0
二）

以
為
窒
戒
、
欲
求
危
l
L
(
1
0
四
）
、
其
可
得
乎
。
蔵

（
九
六
）
金
~
「
返
」
、
敦
~
「
反
」
。
「
反
」
と
「
返
」
は
同
義
。
『
尚
書
』
五
子
之
歌

に
「
敗
干
有
洛
之
表
、
十
旬
弗
反
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
従
う
。

（
九
八
）
金
~
「
其
」
が
無
い
。
出
典
の
『
孝
経
』
諌
諄
章
に
「
昔
者
天
子
有
争
臣
七

主
、
而
無
盆
於
危
亡
、
何
也
。
」

従
う
。

如
此
端
忠
盟
智
、
以
輔
其
君
、

上
可
以
追
発
舜
之
跡
、
下
可
以
安
國
導
（
九
九

「
内
作
色
荒
、
外
作
禽
荒
、
廿
酒
嗜

(
1
0
三
）
金
~
「
詞
」
、
敦
~
「
誦
」
。

人
、
雖
無
道
、
不
失
其
天
下
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

(

I

 

0
0
)
金
・
敦
~
「
開
」
。
「
開
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
開
」
は
「
関
」
の
形

謡
で
あ
ろ
う
。
以
下
も
同
様
。

(

I

 

0
1
)
金

i

「
涌
東
」
が
無
い
。
こ
の
箇
所
は
対
句
表
現
な
の
で
、
敦
が
正
し
い
。

(
1
0
二
）
金
~
「
人
主
」
が
無
い
。
か
り
に
敦
に
従
う
。

(
1
0
四
）
金
~
「
I
L」
、
敦
~
「
哉
」
。
「
哉
」
で
は
文
意
に
合
わ
な
い
。
金
に
従
う
。

(
1
0
五
）
金
こ
蔵
頑
」
、
敦
二
＇
蔵
規
」
。
金
は
「
蔵
」
の
右
に
「
カ
ク
シ
」
と
訓

略
日
、

点
を
ふ
っ
て
い
る
。
「
カ
ク
シ
」
は
「
蔵
」
の
古
訓
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
蔵
」

で
も
「
蔵
」
で
も
文
が
通
じ
な
い
。
敦
の
「
蔵
規
」
は
誡
め
の
意
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
、
「
蔵
（
蔵
）
」
は
「
蔵
」
、
「
頑
」
は
「
規
」
の
形
謡
で
あ
ろ
う
。
敦
に

(
1
0
六
）
金
・
敦
こ
功
」
。
「
要
功
」
は
功
名
を
取
る
意
で
、
文
意
に
合
わ
な
い
。

「
要
切
」
が
肝
要
で
適
切
な
こ
と
の
意
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
功
」
は
「
切
」
の

形
謡
で
あ
ろ
う
。

少
康
、
帝
相
之
子
、

母
有
仇
氏
女
。
相
之
遇
害
、
其
妃
逃
還
有
俯
、
生

少
康
。
少
康
長
為
初
牧

(
1
0
七
）
正
。
寒
泥
聞
其
賢
、
使
其
子
涜
求
之
。
少
康
憚

逃
奔
、
有
虞
為
之
庖
正
。
其
後
遂
滅
淀
・
溌

(
1
0
八
）
。
還
復
萬
跡
、
祀
夏
配
天
、

不

(
-
0
九
）
失
菖
物
、
夏
道
復
興
。
論
在
漢
光
武
章
。
其
後
十
六
世
至
帝
架
(
―
I

O

)

0

(
1
0
七
）
金
~
「
牧
」
、
敦
こ
＇
枚
」
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
元
年
に
「
生
少
康
焉
。

九
―
―
-
)
金
~
「
日
」
、
敦
＂
「
云
」
。

（
九
九
）
金
~
「
導
」
、
敦
~
「
尊
」
。

九
二
）
金
＂
「
勤
」
、
敦
こ
懃
」
。
「
懃
」
と
「
勤
」
は
同
義
。
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れ
る
。

架
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

(―
I
 

0
)
金
こ
傑
」
、
敦
~
「
架
」
。
敦
が
正
し
い
。
以
下
の
「
帝
架
」
・
「
舛
ポ
有
オ
」

略
日
、
帝
架
、
名
履
(
-
―
-
）
癸
。
帝
検
之
子
也
。
架
有
（
オ
）
（
一
―
二
）
、
力
能
申

鉤
索
鐵
。
嬰
妃
日
未
喜
。
未
喜
所
言
、
架
皆
従
之
。
為
象
廊
・
玉
林
（
―
-
三
）
・

碇
室
・
瑶
豪
・
金
柱
三
千
・
肉
（
―
-
四
）
山
捕
林
。
有
諫
者
、
以
為
訳
（
―
-
五
ご
言
、

而
(
―
二
0

罪
之
。
湯
使
人
哭
之
、
乃
囚
湯
於
夏
豪
而
後
秤
之
。
開
[
闊
]
龍
逢

引
黄
圏
以
諌
。
舛
杏
日
「
子
又
訳
言
突
。
吾
之
有
民
、
如
天
之
有
日
。

日
亡
吾
乃
亡
也
。
」
於
是
焚
黄
圏
、
照
龍
逢
。
雨
日
闘
、

國
、
柾
矢
流
火
、
紳
見
。
立
五
十
二
年
、
為
湯
所
放
(
-
―
七
）
。
論
在
殷
紺
章
。

一
）
金
「
履
」
が
無
い
。
『
史
記
』
巻
二
夏
本
紀
に
「
子
帝
履
癸
立
、
是
為

―
二
）
金
＂
「
架
有
力
」
、
敦
~
「
架
方
有
力
」
。
『
太
平
御
覧
』
巻
八
―
―
皇
王
部
七

帝
架
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
帝
架
淫
虐
有
オ
、
力
能
伸
鉤
索
鐵
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
本
来
は
「
架
有
オ
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
金
は
「
オ
」

を
落
と
し
、
敦
は
「
オ
」
を
「
方
」
と
誤
り
、
さ
ら
に
語
順
も
誤
っ
た
と
思
わ

(
-
―
―
二
）
金
＂
「
床
」
、
敦
こ
＇
林
」
。
「
床
」
と
「
林
」
は
同
義
。
『
太
平
御
覧
』
巻

八
二
皇
王
部
七
帝
架
引
用
『
戸
子
』
に
「
架
為
碇
室
・
瑶
嚢
・
象
廊
・
玉
抹
」

不
失
晉
物
。
＿
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

日
可
亡
乎
、

五
星
錯
行
、
鬼
呼
於

公
子
日

先
生
日

公
子
日

(
1
0
八
）
金
~
「
滅
涜
」
、
敦
~
「
滅
促
·
続
」
。
敦
は
「
滅
淀
·
溌
」
の
誤
り
と
思

(
1
0
九
）
金
ミ
不
」
、
敦
~
「
下
」
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
哀
公
元
年
に
「
祀
夏
配
天
、

（
―
-
四
）
金
こ
＇
完
」
、
敦
こ
＇
肉
」
。
「
完
」
は
「
肉
」
と
同
義
。
敦
に
従
う
。

（
―
-
五
）
金
こ
＇
妖
」
、
敦
こ
妖
」
。
「
誤
」
と
「
妖
」
は
同
義
。
以
下
も
同
様
。

(
-
―
七
）
敦
~
「
放
」
を
「
所
」
の
左
下
に
小
字
で
記
す
。
脱
字
を
補
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

略
（

i-八
）
日
、
殷
湯
、
名
履
、
姓
子
、
契
（
―
-
九
）
之
後
、
主
(
―
二
0
)

癸
之
子
也
。

之
耕
。
童
子
銅
食
、
葛
伯
奪
其
食
而
照
之
。
湯
乃
征
葛
伯
。
東
征
西
夷
怨
、
南

「
羹
獨
後
予
。
后
束
其
蘇
（
ご
―
-
）
。
」
出
見
（
ー
ニ
ニ
）
張
羅
者
、

「
従
天
下
者
（
一
＿
一
三
）
、
従
地
出
者
、
従
四
方
束
者
、
皆
入
吾
網
。
」

「
盛
之
突
。
」

乃
除
其
三
面
、
留
其
一
面
、
更
呪
日

者
右
、
欲
南
者
南
、
欲
北
者
北
（
―
二
四
）
、
欲
高
者
浙
、
欲
下
者
下
。
吾
取
其
犯

命
者
耳
。
」
諸
侯
聞
之
、

一
時
蹄
湯
者
舟
六
國
(
-
―
一
五
）
。
有
白
狼
衡
鉤
入
於
朝
、

及
黄
魚
黒
玉
之
瑞
。
以
(
-
三
3

伊
手
為
相
。
伐
架
放
之
於
（
ご
＿
七
）
南
巣
之
山
。

其
後
七
年
大
旱
。
史
卜
云
(
―
二
八
）
、
営
以
人
躊
。
湯
乃
戟
(
―
二
九
）
髪
断
爪
、
自

為
犠
牲
、
躊
於
桑
林
之
社
、

位
。
十
三
年
崩
゜

九
世
至
太
戊
゜

「
成
湯
之
徳
、
何
者
為
首
。
」

「
仁
人
也
。
」

「
何
謂
仁
人
。
」

言
未
已
而
雨
大
至
、
方
敷

(
-
=
1
0
)

千
里
。
践
天
子

先
生
(
-
三
一
）
日
「
若
夫
解
三
面
之
網
、
則
翻
飛
被
其
澤
、
躯
嬰
為
犠
牲
、
則
齢

湯
日

呪
其
網
日

征
北
秋
怨
゜

日

典
葛
伯
為
隣
、
葛
伯
不
祀
、
湯
使
問
之
、
答
日

も
同
様
。

「
欲
左
者
左
、
欲
右

「
無
以
供
粂
盛
。
」
湯
使
衆
総

(
-
―
六
）
敦
~
「
而
」
が
無
い
。

わ
れ
る
。
敦
の
「
促
」
を
「
淀
」
に
正
し
た
上
で
補
っ
た
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
従
う
。
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(
―
二
七
）
敦
~
「
於
」
が
無
い
。

た。

先
生
日
「
仲
尼
云
「
験
不
稲
其
力
而
稲
其
徳
。
」
夫
鶉
伯
不
祀
失
證
之
主
也
（
一

三
二
）
。
夏
架
狂
暴
失
道
之
君
也
。
無
證
則
乱
、
無
(
-
三
三
）
道
則
虐
。

IL虐
之
主
、

害
及
生
民

3

湯
救
焚
揺
溺
、
以
安
天
下
。
是
故
東
征
西
怨
、
此
非
仁
人
之
妓
敷
。
」

（
―
-
九
）
金
~
「
契
」
、
敦
こ
＇
高
」
。
「
高
」
は
「
契
」
の
別
名
で
あ
る
。

(
―
二
0
)
金
~
「
主
」
、
敦
こ
王
」
。
『
史
記
』
巻
三
殷
本
紀
に
「
主
癸
卒
、
子
天
乙

(
-
―
―
-
）
金
こ
后
復
束
蘇
」
、
敦
こ
＇
后
束
其
蘇
」
。
『
尚
書
』
仲
咄
之
詰
に
「
后
来

(
―
二
二
）
金
~
「
見
」
、
敦
こ
観
」
。
『
藝
文
類
緊
』
巻
―
二
帝
王
部
二
殷
成
湯
引
用

『
帝
王
世
紀
』
に
「
出
見
羅
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

(
―
二
三
）
金
~
「
従
天
下
者
」
が
無
い
。
『
藝
文
類
緊
』
巻
―
二
帝
王
部
二
殷
成
湯

引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
方
祝
日
、
従
天
下
者
、
従
地
出
者
、
四
方
束
者
、
皆

（
―
二
四
）
敦
こ
．
欲
北
者
欲
北
、
闇
者
高
」
と
し
、
語
順
を
誤
っ
て
い
る
。

（
―
二
五
）
金
~
「
國
」
が
無
い
。
『
藝
文
類
衆
』
巻
―
二
帝
王
部
二
殷
成
湯
引
用
『
帝

王
世
紀
』
に
「
一
時
蹄
者
三
十
六
國
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
よ
っ
て
補
っ

(
―
二
六
）
金
~
「
以
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

入
吾
羅
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

其
蘇
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。

立
、
是
為
成
湯
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

(
-
―
八
）
金
~
「
略
」
、
敦
こ
＇
殷
略
」
。

公
子
日

「
殷
湯
以
武
平
乱
、
功
施
天
下
。

不
稲
其
武
而
語
其
仁
何
也
。
」

則
千
里
之
外
應
之
、

況
其
遁
者
乎
。
此
之
謂
突
。
」

首
蒙
其
悪
。
仁
人
之
利
、

不
亦
遠
乎
。
是
以
易
云
、
君
子
居
其
室
出
其
言
、
善

(
―
二
八
）
金
二
之
」
、
敦

i

「
云
」
。
「
之
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
『
藝
文
類
緊
』

巻
―
二
帝
王
部
二
殷
成
湯
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
は
「
殷
史
卜
日
」
と
あ
る
。
「
日
」

と
「
云
」
が
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。

（
―
二
九
）
金
~
「
戟
」
、
敦
~
「
剪
」
。
「
戯
」
と
「
剪
」
は
同
義
。
以
下
も
同
様
。

（
一
三
0
)
金
~
「
敷
」
、
敦
こ
＇
如
」
。
『
藝
文
類
祭
』
巻
―
二
帝
王
部
二
殷
成
湯
引
用

『
帝
王
世
紀
』
に
「
方
敷
千
里
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

（
一
三
一
）
金
~
「
生
」
が
無
い
。
文
が
通
じ
な
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

（
一
三
二
）
敦
こ
也
」
が
無
い
。
こ
こ
は
対
句
表
現
で
あ
る
の
で
、
金
が
正
し
い
。

（
一
三
―
二
）
敦
こ
無
」
を
「
道
」
の
右
に
小
字
で
記
す
。
脱
字
を
補
っ
た
も
の
と
思

略
日
、
太
戊
、
太
康
之
子
。
有
桑
穀
生
於
朝
、

四
）
穂
、
三
年
、
重
諄
(
-
三
五
）
而
至
者
十
六
國
。

旦
而
大
棋
。
太
戊
憚
而
脩
(
-
三

四
世
（
二
三
0

至
祖
乙
゜

以
巫

咸
為
佐
、
殷
道
復
興
。
六
世
至
盤
庚
。
始
改
殷
日
商
（
一
＿
二
七
）
。
能
脩
湯
政
、
殷

（
一
三
四
）
金
~
「
脩
」
、
敦
二
循
」
。
「
脩
」
と
「
循
」
は
同
義
。
以
下
も
同
様
。

（
一
＿
二
五
）
金
~
「
繹
」
、
敦
こ
騨
」
。
『
尚
書
』
咸
有
一
徳
の
正
義
引
用
『
帝
王
世
紀
』

に
「
三
年
而
遠
方
重
繹
而
至
七
十
六
國
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

(
-
―
二
六
）
金
こ
＇
而
二
世
」
、
敦
こ
＇
四
世
」
。
金
の
「
而
」
は
術
字
で
あ
ろ
う
。
『
史

記
』
巻
三
殷
本
紀
に
よ
れ
ば
、
太
戊
の
後
、
中
丁
・
外
壬
•
河
豊
父
を
経
て
祖

（
一
三
七
）
金
・
敦
~
「
始
改
殷
為
商
」
。
し
か
し
、
『
太
平
御
覧
』
巻
八
三
皇
王
部
八

帝
盤
庚
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
帝
盤
庚
徒
都
殷
。
始
改
商
日
殷
」
と
あ
る
よ

乙
に
い
た
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。

道
復
興
。
二
世
至
武
丁
゜

論
在
(
-
三
八
）
漢
光
武
章
。

わ
れ
る
。
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（
一
四
一
）
金
~
「
大
」
、
敦
~
「
太
」
。
「
大
」
と
「
太
」
は
同
義
。

謂
之
偲
説
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

雉
升
鼎
耳
而
唯
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

先
生
日

う
に
、
盤
庚
の
時
代
に
商
を
殷
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本

来
は
「
始
改
商
為
殷
」
が
正
し
い
。
た
だ
し
、
虞
世
南
が
『
帝
王
略
論
』
執
筆

略
日
、
武
丁
、

小
乙
之
子
。
有
雉
升
鼎
耳
〈
一
三
九
）
而
維
、
武
丁
濯
而
思
道
。
夢

天
賜
賢
人
、
使
百
工
求
之
於
偲
巖
之
野
、

道
復
興
。
後
七
世
至
帝
紺
゜

乃
得
偲
説
(
-
四
0
)
、
登
以
為
相
。
殷

公
子
曰
「
伊
弄
相
成
湯
於
前
、
偲
説
佐
武
丁
於
後
。
二
人
功
業
、
執
者
為
優
。
」

「
文
王
卜
而
遇
太
公
、
武
丁
夢
而
求
偲
説
。
若
非
命
世
大
(
-
四
一
）
賢
、

徳
参
(
-
四
二
）
辰
象
、
登
能
感
斯
冥
契
、
擢
(
-
四
三
）
自
草
莱
。
但
遭
遇
異
時
、
故

功
業
不
同
耳
。
観
説
命
之
書
、
勤
戒
忠
篤
、
規
昴
弘
遠
。
賓
王
佐
之
奇
オ
、
師

表
(
-
四
四
）
之
明
徳
。
若
使
典
伊
手
同
時
共
仕
湯
世
、
則
必
居
左
(
-
四
五
）
相
之
任
、

賛
升
隕
之
業
突
。
」

（
一
三
九
）
金
~
「
耳
」
、
敦
こ
「
升
」
。
『
尚
書
』
高
宗
形
日
に
「
高
宗
祭
成
湯
、
有
飛

（
一
四

0
)
金
．
「
停
説
」
、
敦
＂
「
悦
」
。
敦
は
「
偲
説
」
を
す
べ
て
「
偲
悦
」
と
し

て
い
る
。
『
尚
書
』
説
命
上
の
正
義
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
以
其
得
之
停
巖
、

（
一
四
二
）
金
~
「
恭
」
、
敦
二
参
」
。
「
恭
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
敦
の
「
徳
参
辰

象
」
の
方
が
文
意
に
合
う
。
『
礼
記
』
孔
子
間
居
に
「
子
夏
日
、
三
王
之
徳
、
参

於
天
地
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

（
一
三
八
）
金
~
「
在
」
、
敦
[
五
九f

時
に
誤
っ
た
可
能
性
も
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
変
更
し
な
い
。

（
一
四
―
―
-
）
金
~
「
擢
」
、
敦
~
「
憚
」
。
「
憚
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
憚
」
は
「
擢
」

（
一
四
四
）
金
二
＇
表
」
、
敦
~
「
遠
」
。
「
遠
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
師
表
」
は
模

略
日
、
帝
紺
、
名
辛
゜

ヒ
ト
。ゴ

四八）

手
樽
猛
獣
、
撫
梁
易
柱
、
曳
九
牛
以
行
。
惑
於
姐
己
(
-
四
九
）
、
造
傾

宮
・
瑣
室
・
鹿
豪
、
飾
(
-
五
0
)

以
美
玉
。
大
宮
百
里
、
宮
中
九
市
、
車
行
酒
、

騎
行
炎
、

又
(
-
四
六
）
名
受
。
智
足
以
拒
諫
、
辮
(
-
四
七
）
足
以
飾
(
-

以
百
(
-
五
一
）
廿
日
為
一
夜
。
輿
崇
侯
・
費
仲
戯
於
離
宮
、
為
酒
池
・

而
牛
飲
者
三
千
餘
人
、
酔
而
溺
死
。
紺
(
-
五
三
）
典
姐
己
笑
(
-
五
四
）
以
総
栗
。
以

人
食
獣
。
作
熱
汁
[
斗

r五
巴
、
使
人
執
之
二
五
六
)
、
輛
爛
手
o

又
為
銅
柱
以

膏
塗
之
、
加
千
燃
(
-
五
七
）
炭
之
上
、
令
(
-
五
八
）
人
縁
焉
。
墜
而
燒
死
、
名
日
抱

格
(
-
五
九
）
之
刑
。

又
臨
鬼
侯
、
肺
郡
（
一
六
0
)

侯
。
比
(
-
六
一
）
干
進
諫
、
遂
剖
其

心
。
又
剖
婦
人
腹
而
観
其
胎
、
斬
朝
渉
者
腔
而
視
其
髄
。
六
月
雨
雪
、

又
雨
石
(
-
六
二
）
。
雨
日
見
、
鬼
哭
、

山
鳴
゜

即
位

flt
二
年
、

又
雨
血
、

周
武
王
伐
（
一
六
―
二
）

公
子
日
「
観
（
一
六
四
）
舛
木
紺
―
一
玉
(
-
六
Ji)

、
亦
同
稟
五
常
之
性
、
拉
有
過
人
之
オ
、

何
為
昏

IL(
―空
0

以
至
於
此
。
」

先
生
日
「
人
生
而
有
（
一
六
七
）
嗜
欲
之
性
、
愚
智
所
同
（
一
六
八
）
也
。
耳
悦
鰹
錆
之

音
、
目
翫
靡
曼
之
色
、

九
）
也
。
是
故
聖
人
制
證
栗
（
一
七
0
)

以
防
之
、
設
師
保
以
訓
之
。
使
人
以
名
敦
自

而
照
之
。

ロ
廿
滋
朕
之
味
、
身
安
逸
棄
之
娯
、
此
物
之
常
情
(
-
六

糟
丘
・
肉
(
-
五
二
）
林
、
男
女
課
而
相
遂
、
其
間
縄
覇
人
頭
、
牽
詣
酒
池
。

一
鼓

（
一
四
五
）
金
ミ
左
」
、
敦
＂
「
佐
」
。

範
・
手
本
の
意
。
金
に
従
う
。

の
形
謡
で
あ
ろ
う
。
金
に
従
う
。

（一胃―)
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（
一
五
五
）
金
~
「
汁
」
、
敦
~
「
升
」
。
『
太
平
御
覧
』
巻
八
三
皇
王
部
八
帝
紺
引
用
『
帝

（
一
五
四
）
金
□

笑
」
、
敦
~
「
咲
」
。
「
笑
」
と
「
咲
」
は
同
義
。

（
一
四
九
）
金
こ
＇
惑
於
姐
己
」
、
敦
こ
或
於
但
己
」
。
「
或
」
は
「
惑
」
の
音
通
で
あ

（
一
五
二
）
金
~
「
完
」
、
敦
．
「
肉
」
。
「
完
」
と
「
肉
」
は
同
義
。
敦
に
従
う
。

（
一
五
三
）
金
二
紺
」
、
敦
こ
時
~
」
。
「
時
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
金
に
従
う
。

（
一
五
一
）
金
~
「
百
」
、
敦
~
「
一
百
」
。

（
一
五
0
)
金
~
「
飾
」
、
敦
口
餅
」
。
「
餅
」
と
「
飾
」
は
同
義
。

る
。
「
但
己
」
は
「
姐
己
＿
が
正
し
い
。
金
に
従
う
。

殷
本
紀
に
「
飾
非
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

節
、
而
超
仁
義
之
道
。
唯
上
聖
生
知
、

岡
識
前
代
之
成
敗
。
及
身
居
南
面
、

非
因
染
習
（
一
七
こ
。
自
中
智
以
降
、
皆

総
情
之
所
引
。
彼
二
人
者
、
非
布
衣
草
創
之
君
・
撥
乱
匡
時
之
主
、
皆
以
承
平

織
業
、
漸
漬
膏
映
。
外
無
師
偲
之
厳
、
内
閾
自
然
之
質
、

不
知
稼
稿
之
難
難
、

血
氣
方
剛
、
富
有
価
中
、
制
御
萬
物
。
威

若
雷
露
、
勢
諭
(
-
七
二
）
風
火
、
怒
(
-
七
三
）
則
伏
戸
（
一
七
四
）
百
萬
、
喜
則
賞
諭
千

室
。
加
以
絲
竹
管
絃
乱
其
聴
、
粉
黛
羅
綺
悦
（
一
七
五
）
其
情
、
馳
聘
七
撒
(
-
七
六
）

快
其
心
、
阿
諌
詔
（
一
七
七
）
媚
従
其
欲
。
櫃
息
於
九
重
之
内
、
況
面
於
酒
色
之
間
、

嘗
此
之
時
、
自
以
総
輿
天
地
而
永
久
、
齊
日
月
而
為
量
。
登
龍
逢
・
比
干
以
面

謳
之
志
、
所
能
諫
止
者
哉
。
其
聞
莞
舜
之
上
階
茅
茨
、
萬
湯
之
愛
人
罪
己
、
孜

孜
（
一
七
八
）
然
以
百
姓
為
心
者
、
則
大
而
笑
之
突
。
安
得
不
危
（
一
七
九
）
亡
者
哉
。
」

（
一
四
六
）
金
二
＇
又
」
、
敦
~
「
大
」
。
「
大
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
金
に
従
う
。

（
一
四
七
）
金
こ
「
琲
」
、
敦
こ
癖
」
。
「
緋
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
『
史
記
』
巻
―
―
-

殷
本
紀
に
「
言
足
以
飾
非
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
従
う
。

（
一
四
八
）
金
~
「
飾
」
、
敦
＂
「
識
」
。
「
識
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
『
史
記
』
巻
―
―
-

の
形
謡
で
あ
ろ
う
。
金
に
従
う
。

の
形
謳
で
あ
ろ
う
。
金
に
従
う
。

の
形
謳
で
あ
ろ
う
。
金
に
従
う
。

る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

格
之
法
」
に
よ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

王
世
紀
』
に
「
乃
先
為
大
吸
斗
、
以
火
葱
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
斗
」
が
正

（
一
五
六
）
金
二
＇
使
人
執
之
」
、
敦
こ
「
使
執
之
」
と
す
る
。
『
太
平
御
覧
』
巻
八
三

皇
王
部
八
帝
紺
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
使
人
學
、
輯
爛
手
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
金
が
正
し
い
。
な
お
、
敦
は
「
執
」
の
字
を
「
之
」

の
右
に
小
字
で
記
し

（
一
五
七
）
金
．
「
乎
燃
」
、
敦
~
「
干
然
」
。
『
太
平
御
覧
』
巻
八
三
皇
王
部
八
帝
討
引

用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
加
干
葱
炭
之
上
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
の
「
乎
」
を

（
一
五
八
）
金
~
「
令
」
、
敦
二
命
」
。
「
令
」
と
「
命
」
は
同
義
。

（
一
五
九
）
金
~
「
日
」
が
無
い
。
『
太
平
御
覧
』
巻
八
三
皇
王
部
八
帝
対
引
用
『
帝

王
世
紀
』
に
「
名
日
抱
烙
之
刑
J

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
従
う
。
な
お
、
金
・

敦
と
も
に
「
抱
格
J

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
史
記
』
巻
―
二
殷
本
紀
の
「
有
抱

（
一
六
0
)
金
~
「
郡
」
、
敦
＂
「
刑
」
。
『
史
記
』
巻
三
殷
本
紀
に
「
並
肺
郡
侯
」
と
あ

（
一
六
一
）
金
こ
比
」
、
敦
＂
「
北
」
。
「
北
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
北
」
は
「
比
」

（
一
六
二
）
金

□石
」
、
敦
二
＇
名
」
。
「
名
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
名
」
は
「
石
」

（
一
六
―
―
-
）
金
~
「
伐
」
、
敦
~
「
代
」
。
「
代
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
代
」
は
「
伐
」

（
一
六
四
）
金
＂
「
観
」
、
敦
二
，
視
」
。
「
観
」
と
「
視
」
は
同
義
。

干
」
に
改
め
た
。

て
い
る
。
脱
字
を
補
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

し
い
。
金
の
「
汁
」
は
「
斗
」
の
形
謡
で
あ
ろ
う
。
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（
一
七
九
）
金
~
「
危
」
、
敦
~
「
絶
」
：

（
一
七
六
）
金
ミ
猫
」
、
敦
二
獨
」
。
「
撒
」
と
「
猥
」
は
同
義
。

（
一
七
五
）
金
ミ
悦
」
、
敦
~
「
或
」
。

の
形
謡
で
あ
ろ
う
。
金
に
従
う
。

の
形
謳
で
あ
ろ
う
。
金
に
従
う
。

（
一
六
六
）
敦
こ
乱
」
を
「
以
」
の
右
に
小
字
で
記
す
。
脱
字
を
補
っ
た
も
の
と
思

（
一
六
九
）
金
~
「
清
」
、
敦
~
「
情
」
。
「
清
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
清
」
は
「
情
」

（
一
七
0
)
金
こ
制
證
楽
」
、
敦
~
「
制
證
作
楽
」
。
し
か
し
、
こ
こ
は
対
句
表
現
で

（
一
七
三
）
金
こ
＇
怒
」
、
敦
二
＇
恕
」
。
「
恕
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
恕
」
は
「
怒
」

（
一
七
四
）
金
こ
＇
戸
」
、
敦
二
＇
戸
」
。
「
戸
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
戸
」
は
「
戸
」

（
一
七
七
）
金
~
「
諮
」
が
無
い
。
こ
こ
は
対
句
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
よ
っ

て
補
う
。

（
一
七
八
）
金
こ
孜
」
が
一
文
字
し
か
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

略
(
-
八
0
)

日
、
周
文
王
、
名
昌
、
姓
姫
、
其
先
出
自
帝
偕
(
-
八
一
）
。
帝
偕
生
棄

（
一
七
二
）
金
~
「
鍮
」
、
敦
~
「
違
」
。
「
鍮
」
と
「
違J
は
同
義
。

（
一
七
一
）
金
~
「
染
習
」
、
敦
二
·
習
染
」
。

あ
る
の
で
、
金
が
正
し
い
。

の
形
謳
で
あ
ろ
う
。
敦
に
従
う
。

（
一
六
八
）
金
こ
同
」
、
敦
~
「
聞
」
。

（
一
六
七
）
金
こ
＇
人
生
而
有
」
、
敦
こ
＇
人
有
」
。

わ
れ
る
。

（
一
六
五
）
金
~
「
王
」
、
敦
こ
「
主
」
。

と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
金
に
従
う
。

「
帝
曇
」
と
し
て
い
る
が
、
『
史
記
』
巻
一
五
帝
本
紀
の
『
史
記
正
義
』
に
は

（
一
八
一
）
金
ミ
偕
」
、
敦
~
「
僣
」
。
『
史
記
』
巻

（
一
八
0
)
金
~
「
略
」
、
敦
~
「
周
略
」
。

先
生
日

「
夫
機
者
、
動
之
微
也
(
-
九
八
）
。
非
聖
人
弗
能
見
也
。

焉
、
是
(
-
八
二
）
為
后
稜
゜

於
渭
濱
、

父
日
王
季
。
文
(
-
八
三
）
王
出
田
卜
得
賢
人
、
遇
呂
望

因
以
為
相
。
討
用
崇
侯
之
證
、
乃
囚
文
王
於
繍
里
(
-
八
四
）
。
始
(
-
八

五
）
作
周
易
象
象
。
為
囚
七
年
、
諸
侯
皆
従
之
、
囚
[
因
]

C

八
き
対
憚
而
輝
之
o

出
行
、
得
(
-
八
ど
枯
骨
、
命
吏
葬
之
。
吏
日
「
此
無
主
突
。
」
文
王
日
「
吾
即

其
主
也
。
」
参
分
天
下
而
有
其
二
、
猶
率
殷
之
叛
(
-
八
八
）
國
以
事
紺
。
五
星
緊

房
、
赤
雀
衡
書
止
於
王
戸
(
-
八
九
）
。
有
虞
茜
二
國
争
田
、

耕
者
譲
畔
、
行
者
譲
路
。
於
是
態
愧
而
退
、
遂
為
閑
(
-
九
0
)

田。

一
時
蹄
周
冊
(
-
九
一
）
餘
國
。
年
九
十
七
而
崩
(
-
九
―
-
）
、

公
子
日
「
文
王
率
殷
之
叛
國
以
事
紺
、
是
助
紺
(
-
九
―
―
-
）
為
虐
、
使
紺
得
志
天
下
、

流
毒
百
姓
。
文
王
之
（
一
九
四
）
為
也
、
何
不
仁
之
甚
也
(
-
九
五
）
。
執
(
-
九
六
）
若
直

詞
(
-
九
七
）
正
諫
、

以
匡
其
悪
。
」

敷
雖
改
、
殷
(
―
1
0
0
)

衆
尚
強
。
紺
剛
猛
暴
虐
、
飾
非
距
諫
。
登
文
王
所
能
動
乎
゜

及
文
王
既
没
(
―
1
0
一
）
、
武
王
為
主
、

之
叛
國
以
事
紺
、
唯
（
二
0
七
）
知
時
也
。
」
」

入
干
周
境
、百

姓
聞
之
、

子
武
王
立
。

見
周
人

周
公
佐
之
、
太
公
為
将
、
猶
且
（
二
0
二
）
還

師
孟
津
日
「
紺
未
可
伐
。
」
故
知
（
二
0
1
―
-
）
聖
人
見
機
而
作
、
動
必
萬
全
。

不
凝

(―
1
0
四
）
滞
於
物
以
失
機
也
。
干
時
紺
悪
未
稔
、
三
仁
（
二
0
五
）
尚
存
。
文
王
屈
道

事
之
、
蓋
時
宜
突
。
龍
蛇
之
蟄
、
此
（
二
0
六
）
其
義
乎
。
故
左
傭
日
「
文
王
率
殷

五
帝
本
紀
や
巻
四
周
本
紀
は
、

「
帝
王
紀
云
、
帝
偕
高
辛
、
姫
姓
也
。
」
と
あ
り
、
『
帝
王
世
紀
』
が
「
帝
偕
」

干
(
-
九
九
）
時
歴

(-16 7 -） 
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（
一
九
五
）
金
二
也
」
、
敦
~
「
乎
」
。

わ
れ
る
。

（
一
九
0
)
金
~
「
閑
」
、
敦
~
「
閑
」
。

と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

（
一
八
二
）
金
こ
「
焉
」
・
「
是
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

（
一
八
三
）
敦
ミ
文
」
を
「
王
」
の
右
に
小
字
で
記
す
。
脱
字
を
補
っ
た
も
の
と
思

（
一
八
四
）
金
こ
「
禰
里
」
の
下
に
「
先
裏
」
が
あ
る
。
「
麦
里
」
の
形
謳
か
。
こ
こ

（
一
八
六
）
金
・
敦
~
「
囚
」
。
文
が
通
じ
な
い
。
文
脈
か
ら
「
因
」
が
正
し
い
と
思

（
一
八
八
）
金
~
「
叛
」
、
敦
二
畔
」
。
「
畔
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
金
に
従
う
。

（
一
八
九
）
金
こ
戸
」
、
敦
こ
＇
屋
」
。
『
太
平
御
覧
』
巻
―
―
―
九
八
人
事
部
三
九
吉
夢
下

引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
赤
雀
御
丹
書
、

（
一
九
一
）
金
~
「
冊
」
、
敦
こ
＇
舟
」
。
『
毛
詩
』
大
雅
・
文
王
之
什
·
縣
の
鄭
玄
注
に

「
天
下
聞
之
而
蹄
者
、
四
十
餘
國
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

（
一
九
―
-
）
敦
~
「
崩
」
を
「
而
」
の
右
に
小
字
で
記
す
。
脱
字
を
補
っ
た
も
の
と
思

（
一
九
三
）
金
こ
＇
紺
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

（
一
九
四
）
敦
こ
＇
之
」
を
「
王
」
の
右
下
に
小
字
で
記
す
。
脱
字
を
補
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

入
郡
、
止
千
文
王
之
戸
」
と
あ
る
こ

（
一
九
六
）
金
こ
「
執
」
、
敦
~
「
熟
」
。
「
熟
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
金
に
従
う
。

（
一
九
八
）
金
二
＇
也
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

（
一
九
九
）
金
＂
「
干
」
、
敦
．
「
千
」
。
「
干
時
」
は
時
宜
を
得
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
。

文
が
通
じ
な
い
。
「
干
」
は
「
チ
」
の
形
謳
で
あ
ろ
う
。
敦
に
従
う
。

(
―1
0
0
)
金
~
「
殷
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

（二

0
二
）
金
二
旦
」
、
敦
＂
「
且
」
。
「
旦
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
旦
」
は
「
且
」

（
二
〇
四
）
金
二
凝
」
、
敦
二
＇
疑
」
。
出
典
の
『
楚
辞
』
漁
父
に
「
聖
人
不
凝
滞
於

物
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。
「
疑
」
は
「
凝
」
の
形
謡
で
あ
ろ
う
。

（
二
0
五
）
金
~
「
仁
」
、
敦
~
「
人
」
。
「
人
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
金
に
従
う
。

（
二
0
七
）
金
~
「
唯
」
、
敦
こ
聖
」
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
四
年
に
「
文
王
帥
殷
之

略
日
、
武
玉
名
彼
、
文
王
(
―
1
0
八
）
太
子
也
。
以
（
二
0
九
）
周
公
旦
・
部
公
爽
為
佐
、

莫
肯
為
王
結
之
。
皆
日

―
-
）
舟
。
伐
紺
既
剋
、

「
臣
所
以
事
王
、
非
為
結
職
也
。
」

自
結
之
。
出
見
喝
（
ニ
―

O
)

人
、
下
（
ニ
―
一
）
車
扇
之
。
度
河
、
白
魚
入
千
王
(
-
―
―

乃
封
比
干
之
募
、
式
(
-
ー
ニ
ニ
）
商
容
（
ニ
ー
四
）
之
間
、
繹
箕

子
之
囚
゜
蹄
傾
宮
之
女
、
散
鹿
蛋
之
財
（
ー
ニ
五
）
、
放
馬
華
山
之
陽
、
休
牛
桃
林

之
塞
。
倒
載
干
文
、
示
不
復
用
。
年
九
十
三
而
（
ニ
ニ
0

崩
、
太
子
立
。
是
為
成

太
公
望
為
師
。
以
謀
伐
殷
、
遂
起
師
。

至
於
鮪
水
、

王
乃
繹
鹿
、
俯
而

王
艤
解
、
五
人
御
於
前

叛
國
以
事
紺
、
唯
知
時
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

（二

0
六
）
金
こ
此
」
、
敦
こ
是
」
。

（
一
八
七
）
金
~
「
得
」
、
敦
こ
＇
有
」
。

わ
れ
る
。
「
囚
」
は
「
因
」
の
形
謳
で
あ
ろ
う
。

（
一
八
五
）
敦
~
「
始
」
が
無
い
。

で
は
敦
に
従
っ
て
削
る
。

わ
れ
る
。

―
1
0
三
）
敦
~
「
知
」
が
無
い
。
金
に
従
う
。

の
形
謳
で
あ
ろ
う
。
敦
に
従
う
。

(―

I
O
I
)
金
こ
「
没
」
、
敦
二
＇
歿
」
。
「
没
」
と
「
歿
」
は
同
義
。

（
一
九
七
）
金
~
「
詞
」
、
敦

i

「
辟
」0
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と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。

白
魚
躍
入
王
舟
中
一
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

-
）
金
こ
下
＇
」
、
敦
こ
＇
停
」
。

は
「
喝
」
（
漢
音
は
カ
ツ
）
の
形
謡
で
あ
ろ
う
。

（
二0
八
）
金
~
「
王
」
、
敦
~
「
王
之
」
。

若
漏
里
為
是
、

「
夫
四
時
平
分
、

火
有
剛
柔
之
殊
。

至
公
而
已
突
。
」

先
生
日

論
以
繹
所
疑
。
」

公
子
日

王。

「
文
王
盛
三
分
之
業
、

屈
道
以
事
商
（
ニ
―
七
）
。
武
玉
率
八
百
之
師
、
稲

兵
而
滅
紺
。
登
徳
有
優
劣
、
将
運
或
（
ニ
―
八
）
窮
通
。
何
其
―
一
聖
殊
塗
如
斯
之
遠
。

則
牧
野
為
非
。
謂
麒
商
為
工
、

則
事
殷
為
拙
（
ニ
―
九
）
。
願
聞
篤

冬
夏
有
喧
寒
之
饒
（
ニ
ニ
0
)
0

五
常
逓
（
ニ
ニ
ー
）
運
、
水

至
於
利
物
成
務
、
其
道
同
突
。
文
王
明
夷
（
ニ
ニ
ニ
）
、
晦
跡
蔵

用
所
以
顕
（
―
-
三
―
-
）
仁
。
武
王
果
毅
、
骰
楊
[
揚
]
（
一
三
巴
襲
行
所
以
年
虹
胤
o

然

則
清
世
庇
民
、
其
揆
一
也
。
笑
必
修
（
ニ
ニ
五
）
文
為
是
、
而
允
武
為
非
乎
。
期
於

（
二0
九
）
金
~
「
以
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

（
ニ
―
0
)
金
~
「
脚
」
、
敦
~
「
喝
」
。
金
は
「
聘
」
の
右
に
「
カ
ッ
セ
ル
」
、
左
に
「
許

昴
反
」
と
訓
点
を
ふ
っ
て
い
る
。
「
閥
」
の
漢
音
は
エ
イ
で
あ
り
、
金
沢
本
の
訓

点
と
異
な
る
。
『
蒻
文
類
衆
』
巻
―
―
―
帝
王
部
二
周
武
王
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に

「
武
王
見
喝
人
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。
「
謁
」
（
漢
音
は
エ
イ
）

（
ニ
―
二
）
敦

□王
」
が
無
い
。
『
史
記
』
巻
四
周
本
紀
に
「
武
王
渡
河
、
中
流
、

（
ニ
―
―
―
-
）
金
~
「
賦
」
、
敦
＂
「
式
」
。
『
尚
書
』
武
成
に
「
封
比
干
墓
、
式
商
容
間
」

（
ニ
―
四
）
金
二
客
I

」
‘
敦
~
「
容
」
。
『
尚
書
』
武
成
に
「
封
比
干
墓
、
式
商
容
閻
」

略
日
、
成
王
名
誦
、

鳳
皇
集
於
紫
庭
、

武
王
太
子
也
。
成
王
之
時
、

玉
乃
作
歌
日

「
鳳
分
鳳
分
集
紫
庭
、
余
何
徳
分
以
感
霊
。
」

（
ニ
ニ
五
）
金

i

「
修
」
、
敦

i

「脩」。

（
一
三
0
)
金
~
羅
」
、
敦
~
「
辮
」
。
「
緋
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
金
に
従
う
。

（
ニ
ニ
―
)
金
．
「
逓
」
、
敦
~
「
避
」
。
「
適
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
金
に
従
う
。

(
-
―
―
―
―
-
）
金
~
「
明
夷
」
、
敦
~
「
夷
明
」
。
出
典
の
『
周
易
』
乾
の
王
弼
注
に
「
文

（
ニ
―
―
―
二
）
金
~
「
頸
」
、
敦

i

「
頭
」
。
「
頭
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
出
典
の
『
周
易
』

繋
辞
上
に
「
顕
諸
仁
、
蔵
諸
用
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

（
ニ
ニ
四
）
金
・
敦
~
「
楊
」
。
文
が
通
じ
な
い
。
「
楊
」
は
「
揚
」
の
形
謳
で
あ
ろ
う
。

王
明
夷
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

周
公
為
相
、
政
致
太
平
。
有

か
ら
、
「
屈
」
よ
り
「
拙
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
金
に
従
う
。

(
-
―
―
九
）
金
．
「
拙
」
、
敦
~
「
屈
」
。
こ
の
箇
所
は
「
餓
商
為
エ
」
と
対
句
で
あ
る

に
従
う
。

（
ニ
―
八
）
金
~
「
将
運
或
」
、
敦
＂
「
物
運
」
。
「
物
運
」
で
は
文
意
に
合
わ
な
い
。
金

(
―
二
七
）
金
二
＇
商
」
、
敦
~
「
殷
」
。

敦
に
従
う
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。
「
客
」
は
「
容
」
の
形
謡
で
あ
ろ
う
。

（
ニ
―
五
）
金
二
財
」
、
敦
こ
「
錢
」
。
『
藝
文
類
緊
』
巻
―
二
帝
王
部
二
周
武
王
引
用

『
帝
王
世
紀
』
に
は
「
散
鹿
嚢
之
財
」
と
あ
る
。
ま
た
、
『
史
記
』
巻
四
周
本
紀

も
「
散
鹿
豪
之
財
」
と
す
る
。
し
か
し
、
『
尚
書
』
武
成
の
正
義
引
用
『
史
記
』

巻
四
周
本
紀
は
「
散
鹿
豪
之
錢
」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
か
り
に
金
に
従
っ
た
。

(
―
二
六
）
金
二

i朋
而
」
、
敦
~
「
而
崩
」
。
金
は
語
順
を
誤
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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用
。
後
八
世
至
廣
王
。

論
見
漢
景
帝
章
。

周
公
右
王
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。

は
「
大
」
の
形
訥
で
あ
ろ
う
。

敦
に
従
う
。

管
察
為
乱
、
則
謀
危
社
稜
。
周
公
之
行
戯
、
登
為
身
哉
。
蓋
以
救
率
土
之
命
、

而
存
宗
周
之
祀
。
大
(
-
三
九
）
義
滅
親
、
斯
(
―
-=10)

此
之
謂
。
是
以
春
秋
云
「
管

察
為
戯
、

周
公
右
（
二
＝
―
一
）
王
。
」
「
夫
崖
不
愛
、

王
室
故
也
。
」
」

（
二
ニ
六
）
金
~
「
之
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

（
ニ
ニ
七
）
金
~
「
易
」
、
敦
二
昴
」
。
「
易
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
金
は
「
易
」
に

「
ナ
ン
ス
レ
ソ
」
と
訓
点
を
ふ
っ
て
い
る
。
「
易
」
は
「
昂
」
の
形
謳
で
あ
ろ
う
。

（
ニ
ニ
八
）
金
~
「
而
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

（
ニ
ニ
九
）
金
~
「
太
」
、
敦
□

大
」
。
「
太
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
『
春
秋
左
氏
伝
』

隠
公
四
年
に
「
大
義
滅
親
、
其
是
之
謂
乎
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
敦
が
正
し
い
。
「
太
」

（
二
三

0
)
金
二
＇
抑
」
、
敦
．
「
斯
」
。
「
抑
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
敦
に
従
う
。

（
二
三
一
）
金
~
「
輔
」
、
敦
~
「
右
」
。
『
春
秋
左
氏
伝
』
襄
公
ニ
―
年
に
「
管
察
為
戟
、

略
日
、
康
王
名
釧
、
成
王
太
子
也
。
自
成
王
即
位
迄
干
（
―
-
三
―
-
）
康
王
、
刑
暦
不

（
ニ
―
二
二
）
金
~
「
干
」
、
敦□
於
」
。
「
於
」
と
「
干
」
は
同
義
。

先
生
日

「
象
之
害
舜
、
舜
猶
為
布
衣
在
田
畝
之
間
。
此
蓋
一
身
之
禍
耳
゜

至
如

初
周
公
作
相
、

定
。
成
王
崩
、
太
子
立
。
是
為
康
王
。

「
昔
虞
舜
之
弟
日
象
、
恒
以
然
舜
為
事
。
及
舜
即
位
而
封
之
、
此
亦
聖

人
之
（
ニ
ニ
六
）
敦
奥
周
公
昂
（
ニ
―
―
七
）
為
不
赦
管
禁
之
罪
、
而
（
ニ
ニ
八
）
誅
放
之
乎
。
」

公
子
日

二
弟
管
叔
．
察
叔
謀
挟
討
子
武
庚
作
乱
、
周
公
誅
之
、
天
下
乃

公
子
日

「
周
宣
之
徳
、
其
令
主
乎
。
」

略
日
、
廣
王
名
胡
（
二
三
三
）
、
夷
王
之
太
子
也
（
―
-
三
匹
）
。
腐
王
無
道
、
國
人
謗
之
、

主
怒
使
衛
巫
監
謗
、
得
（
二
三
五
）
而
然
之
。
百
姓
莫
敢
言
、
道
路
以
目
。
於
是
作

乱
、
流
玉
干
（
二
三

i

ハ
）
品
而
崩
、
子
宣
王
立
。
論
見
幽
王
章
（
二
三
七
）
。

（
二
＝
―
―
二
）
金
~
「
胡
」
、
敦
~
「
故
」
。
『
史
記
』
巻
四
周
本
紀
に
「
夷
王
崩
、

（
ニ
―
二
四
）
金
~
「
也
」
が
無
い
。
他
の
周
王
に
は
「
也
」
が
つ
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

（
二
三
五
）
金
こ
「
謗
得
」
、
敦
~
「
得
謗
」
。
『
史
記
』
巻
四
周
本
紀
に
「
得
衛
巫
、
使

（
二
三
六
）
金
□

千
」
、
敦
~
「
於
」
。
「
於
」
と
「
千
」
は
同
義
。

（
―
-
三
七
）
敦
口
論
見
幽
王
章
」
を
「
崩
」
と
「
子
」
の
間
に
記
し
て
い
る
。

略
日
、
宣
王
名
靖
、
廣
王
太
子
也
。

九
）
手
吉
父
・
南
仲
・
方
叔
等
。
周
道
中
興
。

諫
、
不
聴
。

又
輿
姜
戎
暇
敗
績
乎
（
二
四
一
）
千
畝
、

山
甫
諌
不
聴
゜

王
政
大
衰
。
立
冊
（
二
四
―
二
）
六
年
崩
、
太
子
立
、
是
為
幽
王
。

先
生
日
「
宣
王
為
詩
人
所
詠
、
其
詞
甚
（
―
-
四
四
）
美
。
観
夫
人
之
事
跡
、

（
―
-
四
五
）
乎
雅
頌
。
詳
而
論
之
、
知
其
所
以
然
也
。
何
則
周
室
陵
夷
其
束
久
突
。

重
以
廣
王
暴
虐
、
毒
流
境
内
、
萬
姓
嗽
嗽
（
―
-
四
六
）
、
息
肩
無
所
。
想
逢
寛
政
、

如
農
夫
之
望
歳
焉
。
及
周
宣
即
位
、
任
用
賢
能
、
南
服
荊
舒
、
北
夷
（
―
-
四
七
）
検

枕
、
天
下
翁
然
、
稲
為
至
治
。
是
以
四
牡
翼
翼
、
美
征
伐
之
功
、
鷺
臀
鑽
鑽
、

監
謗
者
、
以
告
、
則
殺
之
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

敦
に
従
う
。

以
（
二
＿
二
八
）
郡
穆
公
為
相
、
進
用
賢
良
(
-
―

i

＿一

胡
立
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

王
不
籍
千
畝
、

子
腐
王

繍
文
公
（
二
四
0
)

乃
祈
（
―
-
四
二
）
民
干
太
原
、
仲

殆
不
充
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（
二
四
四
）
金
二
＇
甚
」
、
敦
こ
＇
其
」
。
「
其
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
金
に
従
う
。

（
二
四
五
）
金
~
「
死
」
、
敦
＂
「
充
」
。
金
は
「
死
」
に
「
ア
タ
」
と
訓
点
を
ふ
っ
て

い
る
。
「
死
」
は
「
充
」
（
訓
は
ア
タ
ル
）
の
形
謡
で
あ
ろ
う
。
敦
に
従
う
。

（
二
四
六
）
金
こ
＇
赦
赦
」
、
敦
ミ
嗽
嗽
」
。
「
赦
赦
」
は
長
い
・
長
大
の
意
。
「
嗽
嗽
」

也
。
」

は
衆
人
の
憂
え
る
声
•
そ
し
る
声
。
『
魏
書
』
巻
一

0
五
之
四
天
象
志
一
之
四
に

「
萬
姓
嗽
嗽
、
喪
其
楽
生
之
志
突
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
文
意
か
ら
敦
に
従

崩
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。

（
二
四
三
）
金

i

「
州
」
、
敦
~
「
冊
」
。
『
史
記
』
巻
四
周
本
紀
に
「
四
十
六
年
、
宣
王

周
本
紀
に
は
「
乃
料
民
於
太
原
」
と
あ
る
。

（
二
四
二
）
金
・
敦
ミ
祈
」
。
「
祈
」
は
「
料
」
の
異
体
字
で
あ
る
。
『
史
記
』
巻
四

（
二
四
一
）
金
~
「
乎
」
、
敦
こ
＇
干
」
。

（
二
三
九
）
金
こ
進
為
相
、
用
賢
良
」
、
敦
こ
為
相
、
進
用
賢
良
」
。
『
太
平
御
覧
』

巻
八
五
皇
王
部
一
〇
宣
王
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
以
部
穆
公
為
相
：
ー
…
王
於

是
進
用
賢
良
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
が
正
し
い
。

（
二
四
0
)
金
~
「
腫
文
公
」
、
敦
~
「
琥
文
王
」
。
金
は
「
弾
」
に
「
ク
ワ
ク
」
と
訓

点
を
ふ
っ
て
い
る
。
『
毛
詩
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
雲
漢
の
正
義
引
用
『
帝
王
世
紀
』

に
「
宣
王
元
年
、
不
籍
千
畝
、
琥
文
公
諫
而
不
聴
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
舗
文

公
」
が
正
し
い
。
金
の
「
弾
」
（
「
焼
」
の
避
緯
字
）
は
「
琥
」
（
漢
音
は
カ
ク
）

の
形
謡
で
あ
る
。
ま
た
、
敦
の
「
王
」
は
「
公
」
の
誤
り
で
あ
る
。

（
二
三
八
）
敦
~
「
以
」
が
無
い
。

怨
刺
之
文
（
二
四
九
）
、
於
此
而
作
。
詩
云

歌
證
楽
之
盛
。
此
則
疲
民
易
為
仁
也
。
其
後
喪
師
千
畝
、
新
民
（
―
-
四
八
）
太
原
。

「
靡
不
有
初
、
鮮
克
有
終
。
」
蓋
謂
此

公
子
日

無
復
至
者
。
故
遂
敗
滅
。
太
子
立
。
是
為
平
王
。

（
二
四
九
）
金
二
父
」
、
敦
こ
す
〈
」
。
「
父
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
「
父
」
は
「
文
」

略
日
、
幽
王
名
宮
星
冨
巴
（
二
五
0
)
、
宣
王
太
子
也
。

王
伐
哀
[
喪
]
三
五

i

）
‘
褒
人
以
褒
似
献
竺
芭
n
之
o

姐
識
申
后
及
太
子
宜
臼
、

王
乃
磨
申
后
、
逐
太
子
。
又
伐
申
侯
（
二
五
四
）
。
申
侯

典
犬
戎
伐
周
然
幽
王
。
初
幽
王
（
二
五
五
）
輿
諸
侯
約
、
有
寇
則
撃
鼓
暴
蜂
、
諸
侯

束
赴
。
及
惑
於
褒
似
、
褒
（
二
五
六
）
似
不
好
笑
゜

侯
皆
至
而
無
寇
゜
褒
姐
乃
大
笑
゜

適
（
―
-
五
ど
其
意
。
及
申
侯
輿
犬
戎
兵
至
、
王
撃
鼓
學
蜂
、
諸
侯
以
為
如
前
見
欺
、

「
幽
廣
二
玉
暴
虐
無
道
、
観
其
行
事
、

遂
滅
何
也
。
」

積
仁
累
聖
、
澤
及
行
葦
、

王
室
。
此
其
所
以
不
遂
亡
也
。
」

足
亡
社
稜
而
宗
廟
猶
存
。
國
不

先
生
日
「
夫
源
深
者
其
流
必
長
、
徳
厚
者
其
詐
必
（
二
五
八
）
遠
。
周
自
后
稜
已
束
、

同
姓
兄
弟
（
二
五
九
）
、
犬
牙
相
制
。
内
有
周
郁
（
二
六
O
)

群
公
、
外
有
晉
鄭
諸
國
。
侯
伯
逓
起
、
惣
其
盟
會
、
宣
力
喝
忠
、

（
二
五
0
)
金
~
「
名
官
」
、
敦
二
＇
名
宮
星
」
。
『
史
記
』
巻
四
周
本
紀
に
「
子
幽
王
宮

涅
立
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
従
っ
た
。
「
星
」
は
「
涅
」
が
正
し
い
。

（
二
五
一
）
金
~
「
哀
」
、
敦
．
「
衰
人
」
。
「
衷
」
は
「
襄
」
の
形
諮
で
あ
る
。
以
下
も

の
形
謳
で
あ
ろ
う
。
敦
に
従
う
。

（
二
四
八
）
金
~
「
民
」
、
敦
~
「
民
於
」
。

ニ
四
七
）
金
~
「
夷
」
、
敦
~
「
威
」
。

゜
ニつ

即
位
三
川
震
、
岐
山
崩
゜

王
惑
（
二
五
三
）
褒
似
。
褒

王
欲
其
笑
、

又
好
聞
裂
総
之
瞥
、

乃
撃
鼓
學
峰
、
諸

王
総
骰
紺
裂
之
、

以
順

同
奨
（
二
六
一
）
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宜
臼
、
是
為
平
王
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

其
義
一
也
（
二
六
七
）
。
度
徳
量
力
、
何
所
磯
焉
。
」

公
子
日

に
「
委
付
大
任
、
同
奨
王
室
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
に
従
う
。

、。
＞ヽ

し の
「
内
有
周
部
群
公
」
に
つ
ら
れ
た
術
字
で
あ
る
。
敦
に
従
う
。

（
二
五
七
）
金
こ
＇
順
適
」
、
敦
こ
適
順
」
。

（
二
五
六
）
敦
~
「
衷
」
が
無
い
。

（
二
五
二
）
金

i

「
猷
」
、
敦
ミ
辟
」
。
「
辟
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
金
に
従
う
。

（
二
五
三
）
金
~
「
惑
」
、
敦
~
「
或
於
」
。
「
惑
」
と
「
或
」
は
同
義
。

（
二
五
五
）
金
~
「
初
幽
王
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

（
二
五
八
）
金
~
「
如
」
、
敦
~
「
必
」
。
対
句
表
現
な
の
で
、
敦
が
正
し
い
。

（
二
五
九
）
金
~
「
同
邪
群
姓
兄
弟
」
。
敦
~
「
同
姓
兄
弟
」
。
金
の
「
部
群
」
は
後
文

（
二
六
0
)
金
~
「
周
部
」
、
敦
~
「
凡
名
」
。
対
句
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正

（
二
六
一
）
金
~
「
奨
」
、
敦
~
「
将
」
。
出
典
の
『
一
一
一
国
志
』
巻
四
一
蜀
志
・
楊
洪
伝

略
日
、
平
王
名
宜
臼
(
-
―
六
二
）
、
幽
王
太
子
也
。
避
犬
戎
之
難
、
東
遷
洛
陽
。
周

室
遂
弱
。
後
廿
二
世
至
赦
[
報
]
三
六
三
王
為
秦
所
滅
o

「
平
玉
誠
弱
東
遷
、
捐
棄
豊
鄭
。
典
夫
布
綱
治
紀
、
不
亦
乖
乎
。
」

先
生
日
「
昔
紀
季
以
邸
入
干
(
-
―
六
四
）
齊
、
以
存
本
國
之
祀
。
春
秋
善
之
。
平
王

自
徒
（
一
＿
六
五
）
國
已
束
、
廿
餘
世
子
孫
勿
替
牌
三
百
年
。
此
輿
太
王
居
岐
（
二
六
六
）
、

（
二
六
二
）
金
こ
、
臼
」
、
敦
こ
＇
咎
」
。
『
史
記
』
巻
四
周
本
紀
に
「
共
立
故
幽
王
太
子

（
二
五
四
）
敦
~
「
侯
」
が
無
い
。

同
様
。

（
二
六
八
）
金
り
「
略
」
、
敦
二
＇
秦
略
」
。

（
二
六
―
二
）
金
・
敦
ぃ
「
赦
」
。
し
か
し
、
金
は
「
タ
ム
」
と
訓
点
を
ふ
っ
て
い
る
。
『
史

記
』
巻
四
周
本
紀
に
よ
れ
ば
東
周
滅
亡
時
の
王
は
報
王
で
あ
る
。
「
赦
」
は
「
報
」

（
漢
音
は
タ
ン
）
の
形
謡
で
あ
る
。

（
二
六
四
）
金
~
「
乎
」
、
敦
~
「
千
」
。
出
典
の
『
春
秋
左
氏
伝
』
荘
公
三
年
に
「
紀

（
二
六
五
）
金
~
「
徒
」
、
敦
~
「
徒
」
。
金
は
「
徒
」
に
「
ウ
ツ
リ
」
と
訓
点
を
ふ
っ

之
刑
。

て
い
る
。
文
意
か
ら
「
徒
」
が
正
し
い
。
「
徒
」
は
「
徒
」
（
訓
は
ウ
ツ
ル
）

（
二
六
七
）
金
~
「
也
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
う
。

略
(
-
―
六
八
）
日
、
秦
始
皇
名
政
、
荘
襄
王
之
太
子
也
。
秦
氏
始
自
非
子
（
二
六
九
）
封

於
（
―
-
七
O
)
秦
、
其
後
梢
大
。
至
恵
文
王
始
稲
王
、
五
世
至
始
皇
。
以
李
斯
為
相
、

蒙
括
・
王
麒
為
将
、
攻
滅
（
二
七
一
）
六
國
、
自
号
皇
（
二
七
二
）
帝
。
焚
書
坑
儒
、
偶

語
者
死
、
棄
灰
於
道
者
刑
。
北
築
長
城
、
南
戌
五
嶺
、
牧
太
半
之
賦
、
作
参
夷

又
使
徐
幅
入
海
求
蓬
莱
山
。

天
下
怨
毒
、
長
子
扶
蘇
諫
、
始
皇
怒
、

の乃

使
扶
蘇
監
蒙
括
、
築
長
城
於
上
郡
。
有
星
墜
（
二
七
―
―
-
）
於
地
、
則
為
石
。
民
刻
其

石
日
「
始
皇
死
而
地
分
。
」
始
皇
怒
、
盛
（
二
七
四
）
誅
石
傍
家
、
焚
其
石
。

年
始
皇
東
巡
海
上
、
少
子
胡
亥
（
二
七
五
）
・
丞
相
李
斯
及
車
府
令
趙
高
従
。
至
沙

丘
而
崩
。
趙
高
典
李
斯
詐
（
二
七
六
）
為
始
皇
遺
詔
、
賜
太
子
扶
蘇
（
一
＿
七
七
）
死
。
立

少
子
胡
亥
。
是
為
二
世
皇
帝
。

（
二
六
九
）
金
~
「
自
非
子
」
、
敦
~
「
非
自
子
」
。
『
史
記
』
巻
五
秦
本
紀
に
よ
る
と
、

（
二
六
六
）
金
~
「
太
王
居
岐
」
、
敦
~
「
大
王
居
岐
山
」
。

形
謡
で
あ
る
。
敦
に
従
う
。

季
以
椰
入
干
齊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
敦
に
従
う
。

舟
七
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乎
。
」 （

二
七
六
）
金
~
「
詐
」
、
敦
~
「
作
」
。
「
作
」
で
は
文
意
に
合
わ
な
い
。
金
に
従
う
。

（
二
七
七
）
金
~
「
蘇
」
、
敦

i

「
藉
」
。
『
史
記
』
巻
六
秦
始
皇
本
紀
に
は
「
扶
蘇
」
と

二
世
立
、
趙
嵩
譜
然
李
斯
、

於
是
陳
勝
等
起
、
六
國
各
自
立
為
王
。
項
利
率
諸
侯
伐
秦
。
二
世
敷
以
盗
賊
事

責
趙
裔
。
衛
濯
、
乃
就
（
二
七
八
）
敏
竺
一
世
。
二
世
（
一
＿
七
九
）
立
三
年
而
死
。
立
二
世

兄
子
子
嬰
。
項
移
至
照
子
嬰
。
秦
詐
遂
滅
。
漢
祖
織
之
（
二
八
O
)
0

「
秦
始
皇
起
秦
瀧
之
地
、
露
食
列
國
、
遂
滅
―
一
周
而
遷
九
鼎
。
併
呑
天

下
、
平
登
宇
内
、
其
規
箪
功
業
亦
已
大
突
。
何
為
一
身
碩
（
二
八
一
）
、
至
子
而
亡

先
生
日
「
彼
始
（
―
-
八
―
-
）
皇
者
、
棄
仁
義
而
用
威
力
。
此
可
以
呑
併
而
不
可
以
守

公
子
日

略
日

あ
る
。
「
藉
」
は
「
蘇
」
の
形
誠
で
あ
る
。
金
が
正
し
い
。

い
。
以
下
も
同
様
。

（
二
七
一
）
敦
ミ
滅
」
が
無
い
。

わ
れ
る
。

（
二
七

0
)
敦
こ
於
」
を
「
封
」
の
右
に
小
字
で
記
す
。
脱
字
を
補
っ
た
も
の
と
思

（
二
七
二
）
敦
~
「
皇
」
が
無
い
。

（
二
七
三
）
金
二
＇
墜
」
、
敦
こ
「
堕
」
。
「
墜
」
と
「
堕
」
は
同
義
。

（
二
七
四
）
金
こ
盤
」
、
敦
~
「
倶
J
o
「
倶
」
で
は
文
が
通
じ
な
い
。
金
に
従
う
。

（
二
七
五
）
金
二
＇
亥
」
、
敦
~
「
彦
」
。
「
彦
」
は
「
亥
」
の
形
謳
で
あ
る
。
金
が
正
し

以
高
為
丞
相
、
専
任
刑
誅
、

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
金
が
正
し
い
。

周
孝
王
の
時
に
「
非
子
」
が
秦
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
あ
る
。
ま
た
、
『
太
平
御
覧
』

巻
一
五
五
州
郡
部
一
叙
京
都
上
引
用
『
帝
王
世
紀
』
に
「
秦
非
子
始
封
於
秦
」

用
法
盆
酷
゜

特
別
研
究
員
奨
励
費
）

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

[
付
記
]
本
稿
は
平
成
二
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

（
二
八
四
）
金
こ
姦
」
、
敦
~
「
奸
」
。
「
姦
」
と
「
奸
」
は
同
義
。

帝
王
略
論
第
一

（
二
八
五
）
金
~
「
帝
王
略
論
巻
第
一
」
、
敦

i

「
帝
王
論
第
一
」
。
金
沢
本
の
巻
ニ
・

巻
四
で
は
、
「
帝
王
略
論
第
二
」
・
「
帝
王
略
論
第
四
」
と
し
て
い
る
。
敦
に
従
う
。

ニ
八
五

（
二
八
三
）
敦
~
「
況
」
が
無
い
。

―
―
八
二
）
金
・
敦
~
「
始
」
、
長
~
「
秦
」
。

ニ
八
一
）
金
三
身
頒
」
、
敦
ミ
一
身
幾
頒
」
。

ニ
八
0
)
敦
~
「
漢
祖
織
之
」
が
無
い
。

成
。
胎
訓
子
孫
貪
暴
而
已
゜
況
（
二
八
―
二
）
胡
亥
才
不
如
秦
政
、
趙
高
智
不
及
李
斯
゜

以
暗
主
而
御
姦
（
二
八
四
）
臣
、
遵
始
皇
貪
暴
之
跡
三
載
而
亡
。
已
為
晩
突
。
」

（
二
七
九
）
金
こ
二
世
」
が
無
い
。
敦
に
よ
っ
て
補
っ
た
。

（
二
七
八
）
敦
こ
＇
就
」
が
無
い
。

（
日
本
学
術
振
興
会
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